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第１章　背景

　海洋の生物多様性と持続可能な利用を推進

していくための基盤として、国際的には、海

洋分野における国家の権利義務関係を包括

的に定める「海洋法に関する国際連合条約 

( 国連海洋法条約 ) 」が 1982 年に作成され、

1994 年に発効している。我が国も関連国内

法を整備した上で、これを世界で 94 番目に

批准しており、1996 年７月 20 日（海の日、

当時）に国内で効力が発生している。

　「海の憲法」とも呼ばれるこの条約は、前

文において「海洋の諸問題が相互に密接な関

連を有し及び全体として検討される必要があ

ること」を認識した上で、国際交通の促進、

海洋の平和的利用、海洋資源の衡平かつ効果

的な利用、海洋生物資源の保存並びに海洋環

境の研究、保護及び保全の促進を目標に掲げ

ている。

　国連海洋法条約は 17 部 320 カ条の本文と

9 つの附属書からなる。このうち「海洋環境

の保護及び保全」と題する第 12 部では、冒

頭で「いずれの国も、海洋環境を保護し及び

保全する義務を有する」(第192条)と宣言し、

排他的経済水域を含む海洋の環境を保護する

ことが国家の一般的な義務であることを確認

したほか、海洋環境の保護及び保全に係る詳

細な規定を置いている。生物多様性の保全の

観点からは 194 条 5 に、海洋環境の汚染を

防止し、軽減し及び規制するための措置には

「希少又はぜい弱な生態系及び減少しており、

脅威にさらされており又は絶滅のおそれのあ

る種その他の海洋生物の生息地を保護し及び

保全するために必要な措置を含める」という

規定があるが、そのための具体的な措置など

については定められておらず、各国に委ねら

れている。

　また、1980 年代に世界規模の種の絶滅の

進行や人類存続に欠かせない生物資源の喪失

等への危機感が高まり、1992 年の国連環境

開発会議（地球サミット）にあわせて「生

物の多様性に関する条約（生物多様性条約）」

が採択された。同条約の目的には「生物多様

性の保全」、「その構成要素の持続可能な利用」

及び「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正

かつ衡平な配分」が掲げられている。我が国

は 1993 年５月に 18 番目の締約国として締

結し、条約は同年 12 月に発効した。
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　2002 年の同条約の第 6 回締約国会議

（CBD-COP6）において「2010 年までに生物

多様性の損失速度を顕著に減少させる」とす

る目標（2010 年目標）が合意されたが、達

成することができず、2010 年に我が国で開

催された第 10 回締約国会議（CBD-COP10）

で、2011 年以降の新たな目標（戦略計画

2011-2020（愛知目標））が決定し、今後進

むべき道が明確にされた。戦略計画 2011-

2020（愛知目標）には 20 の個別目標があり、

そのほとんどが海域の生物多様性にも関連す

るが、特に関連が深いものとして、全ての魚

類、無脊椎動物の資源と水生植物の持続可能

な管理及び採捕（目標６）、サンゴ礁その他

の気候変動や海洋酸性化に脆弱な生態系への

人為的圧力の最小化（目標 10）、生物多様性

と生態系サービスのために特に重要な区域を

含む沿岸及び海域の少なくとも 10％の保護

地域システムやその他の効果的管理による保

全（目標 11）などが設定された。

　生物多様性条約の締約国会議では、この他

にも分野別課題のひとつとして、1995 年に

開催された第２回締約国会議（COP2）で採

択された「海洋及び沿岸の生物多様性」に関

する決定（決定Ⅱ /10；通称「ジャカルタ・

マンデート」）以降、海洋の生物多様性に関

する様々な案件についての議論がなされてき

た。第 10 回締約国会議では、「海洋及び沿岸

の生物多様性」の議題において、「保護を必

要とする生態学的及び生物学的に重要な海域

（EBSA: Ecologically or Biologically Significant 

Area）特定のための科学的基準」の適用に関

する理解の向上や、「持続可能な開発に関す

る世界首脳会議（WSSD：World Summit on 

Sustainable Development，2002 年開催）」で

採択された「ヨハネスブルク実施計画」に盛

り込まれた「2012 年までに海洋保護区のネッ

トワークを構築する」という計画の達成に向

けた取組の推進、国家管轄権外の海域におけ

る生物多様性保全に関する科学的助言、持続

可能ではない漁業による影響を検討するため

の関係機関との協力、気候変動に関連した海

洋酸性化の影響の検討等について決定 2 さ

れた。

　国内的には、海岸環境に対する関心の

高まり等を受けて 1999 年に海岸法が改

正され、その目的に「海岸環境の整備と

保全」が含まれるようになった。また港

湾法も環境への関心の高まりを背景に翌

2000 年に改正され、その目的に「環境の

保全に配慮」することが含まれるようにな

り、海洋に関連する個別の法律に環境の保

全の観点が盛り込まれてきた経緯がある。

　また、総合的な海洋の管理に関する国民

的な意識の高まりを背景に、海洋基本法が

2007 年４月に成立している。同法は、「我が

国が国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積

極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調

和を図る海洋立国を実現することが重要であ

る」との認識のもとに成立したものである。

海洋環境の保全等について規定した第 18 条

では、汚濁の負荷の低減や廃棄物排出の防止

などとあわせて、「海洋の生物の多様性の確

保」を明記している。また、同法に基づき

2008 年３月に閣議決定された「海洋基本計

画」も、政府が講ずべき施策として、生物多

様性の確保等のための取組を明記している。

　2008 年５月には、生物多様性に関する国

内外の関心の高まりを背景に「生物多様性基

本法」が成立した。これは、生物多様性の保

全及び持続可能な利用に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することにより、豊かな生

物多様性を保全し、その恵みを将来にわたっ

て享受できる自然と共生する社会を実現し、

地球環境の保全に寄与することを目的とする

ものである。

　2009 年５月には自然公園法と自然環境保

全法を改正し（2010 年４月施行）、それぞれ

の法の目的において「生物の多様性の確保に

寄与すること」を明記した。

　生物多様性基本法の成立を受け、2010 年

３月に「生物多様性国家戦略 2010」が閣議

決定された。これは、生物多様性条約に基づ

き 1995 年に策定した初めての生物多様性国

家戦略から数えて第４次の国家戦略であり、

海洋に係る記述を拡充している。

　生物多様性国家戦略 2010 においては、沿

岸・海洋域の生物多様性の保全及び持続可能

な利用のための様々な政府の施策を記述して

いるが、同時に、広大な沿岸・海洋域の保全

と再生を効果的に行うためには、その生態系

の特性を明らかにし、計画的に規制や保全の

取組を進める必要があることを明記した。

　本海洋生物多様性保全戦略は、こうした国

際的、国内的な動向を背景とし、戦略計画

2011-2020（愛知目標）を踏まえ、生物多様

性国家戦略 2010 に沿いながら、海洋の生物

多様性の保全を総合的に推進するための基本

的な方針をまとめるものである。

2　UNEP/CBD/COP/DEC/ Ⅹ /29

写真提供：水辺に遊ぶ会MUSEUM
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3　第 3 章「１．生物多様性及び生態系サービスとは何か」を参照。

第２章　目的

　本保全戦略は、生物多様性国家戦略 2010

に基づき、生物多様性条約における国際的な

目標や我が国の海洋基本法及び海洋基本計画

も踏まえ、環境省が「海洋生物多様性保全戦

略専門家検討会」を設置して検討し、策定す

るものである。

　本保全戦略は、海洋の生態系の健全な構造

と機能を支える生物多様性を保全して、海洋

の生態系サービス 3（海の恵み）を持続可能

なかたちで利用することを目的とする。

そのため、本保全戦略は、主として排他的経

済水域までの我が国が管轄権を行使できる海

域を対象とし、海洋の生物多様性の保全及び

持続可能な利用について基本的な視点と、施

策を展開すべき方向性を示す。

　なお、本保全戦略に示された施策等は、次

の生物多様性国家戦略見直しの際に適切に反

映することとし、それにより政府全体として

海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用

の取組について一層の促進を図ることとする。

　また、本保全戦略が、地方公共団体におけ

る生物多様性地域戦略の検討等の生物多様性

に関する施策の推進に資するととともに、海

洋の生物多様性に関する国民の理解と取組を

広く促すよう、普及広報を図っていく。
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4　Millennium Ecosystem Assessment(2005)Ecosystem and Human Well-being Vol.1.
5　Field, C. B., M. J. Behrenfeld, J. T. Randerson and P. Falkowski （1998） Primary production of the biosphere: Integrating terrestrial and oceanic components. Science 281: 237-240.

第３章　海洋の生物多様性及び生態系サービス
　本章では、海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本的な視点等をまとめる上で、前提となる海洋の機能や地球
規模及び我が国周辺の海洋の生物多様性の現状を把握し、整理する。

１．生物多様性及び生態系サービス
とは何か

　原始生命体の誕生以来、地球の様々な環境

の変化とともに、生命は適応と進化、あるい

は絶滅を繰り返し、現在の 3,000 万種ともい

われる 4 多様さとそのつながりを創り上げて

きた。「生物多様性」とは、長い進化の歴史

を経て形づくられてきた生命の「個性」と「つ

ながり」であるといえる。ヒトも生物多様性

を構成する生物種のひとつであり、生物多様

性は、人間が生存のために依存している基盤

でもある。

　生物多様性条約において、「生物多様性」

はすべての生物の間に違いがあることと定義

され、そのなかには多様な動植物種が存在し

ているという「種間（種）の多様性」だけで

はなく、同じ種であっても地域等によって違

いが生じる「種内（遺伝子）の多様性」や、

多様な動植物のつながりによって形成される

森林や河川、干潟、サンゴ礁などの「生態系

の多様性」も含まれる。

　また、このような多様な生物が関わりあう

生態系から人類が得ることのできる恵みを

「生態系サービス（ecosystem service）」とい

い、魚介類等の食料や薬品などに使われる

遺伝資源等の資源の「供給サービス」、気候

の安定や水質の浄化などの「調整サービス」、

海水浴等のレクリエーションや精神的な恩恵

を与えるなどの「文化的サービス」及び栄養

塩の循環や光合成などの「基盤サービス」が

挙げられる 5。

　生物多様性条約の目標である生物多様性の

保全と持続可能な利用を進めていくために

は、生物多様性に前述のような幅広いレベル

があること、どれかひとつのレベルだけを考

えるのではなく全てのレベルを念頭におくこ

とが重要である。

２．海洋の機能及び生態系の特徴
（１）海洋の物理的機能と恩恵
　地球上の相当部分を占める海洋には水平及

び鉛直に大きな水の循環が存在する。また、

海洋からの水の蒸散は、大気から陸へとめぐ

る水循環の維持にも大きな役割を果たしてい

る。海洋は、水とともに熱を運搬し、大気と

の相互作用等により、気候の急激な変化を緩

和し、地球上の大部分を生物の生息・生育可

能な範囲内の温度に保つとともに、世界各地

の気象や気候の動態にも深く関与している。

さらに海洋には多様な生物が生息・生育して

おり、多様性に富んだ生態系が成立している。

　近年では、気候変動と海洋の関わりについ

ても関心が高まっている。豊富な水を抱える

海洋は、大量の炭素を保有する「炭素の貯蔵

庫」でもある。また、海の植物プランクトン

の年間純一次生産量は、炭素量に換算し、お

よそ 500 億トンと言われている。これは陸

上植物のそれとほぼ同等であるとされてお

り、二酸化炭素の吸収源としての海の重要さ

は非常に大きいといえる 5。

　人類は、古来より多様な機能を有する海洋

と深い関わりを持って生活を営んできた。人

類の活動が量、質ともに拡大するに伴い、海

洋の利用も拡大している。

　人類が直接的に海洋から得ている恵みとし

て、交通の場、食料・水資源・鉱物資源及び

エネルギーの獲得、レクリエーションや精神

的安らぎの場などがあげられる。特に近年、

海洋に関する様々な調査や研究の進捗によっ

て、海洋における未利用のエネルギー・鉱物

資源の存在が明らかとなってきた。このよう

な資源の利用に当たっては、持続可能な開発

の実現やエネルギー・鉱物資源の利用等に関

する国際秩序の構築と維持を図りつつ取り組

む必要がある。

（２）海洋生態系の特徴
　海洋の環境とそこに構成される生態系を考
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6　Fujikura et al,（2010）Marine Biodiversity in Japanese Waters. PLoS ONE
7　日本分類学会連合の分類による。
8　自然科学研究機構国立天文台（2009）理科年表 2010
9　本戦略では、大型の底生植物（海藻及び海草）の群落が形成されている場を「藻場」という。

えるにあたって重要なのは、広大な水空間の

存在である。海洋では水深に応じて流れの異

なる水の層が存在する等、三次元的に生物や

生態系が分布している。一次生産者として光

合成を行う植物は、太陽光が届く海面から水

深 200 ｍくらいまでの有光層及び沿岸の浅

い海底に生育し、深海には全く異なる生態系

が存在している。

　また、海洋では、多くの生物がその生活史

の中で広域に移動していることに加え、生

息・生育場である水自体も移動しており、生

物の移動性が極めて高い。言い換えれば、極

域から熱帯までの海洋の空間的な連続性が高

く、広域に複雑な生物のつながりが存在して

いる。

　海洋での主な一次生産の担い手が微小な植

物プランクトンであることも、樹木等の大型

植物が主要な生産者である陸域生態系とは大

きく異なる点である。このため海洋では、一

次生産の更新速度が早く、また生食食物連鎖

と微生物食物連鎖による物質循環の速度も速

い。そのため、陸域のように一次生産者の形

態で物質が長期間蓄積されることはない。

　また、例えば異なる海流や水塊が接してい

る移行領域では栄養塩類に富んだ冷たい海水

が暖かい表層水と混ざって植物プランクトン

の生産が促され、食物連鎖上位の生物も多く

集まる。ただし、地球規模での気候変化に伴

う環境変化、例えば、数十年周期で起きるレ

ジームシフトやエルニーニョ・ラニーニャ現

象などによって生物の生産量や場所が大きく

変動するように、物理化学的な条件によって、

生態系の状況が大きく変化することも念頭に

おく必要がある。

　既知の海洋生物総種数は約 23 万種 6 であ

るが、海洋の生物種に関しては陸域に比べて

わかっていないことが多く、浅海でもいまだ

に多くの新種が見つかっているように、未知

の種が多く存在すると考えられている。高次

分類群で見ると、全 35 動物門 7 のうち 34 は

海域に生息する種を含み、うち 16 は海域特

有であるといわれており、陸域よりも生物の

形態の変化が大きいといえる。　

（３）我が国周辺の海洋環境と生態系の特徴
　我が国はその四方を太平洋、東シナ海、日

本海及びオホーツク海に囲まれている。また、

我が国は、北海道、本州、四国、九州、沖縄

島のほか、6,000 余の島々で構成されており、

その周辺の領海及び排他的経済水域の面積

は、約 447 万㎢と世界有数である。

　世界の海洋面積の約半分は大洋底と呼ばれ

る平坦な海底だが、ユーラシア大陸の東縁に

位置する日本列島の周辺海域は、４つのプ

レートがぶつかり合う場所に位置しているた

め、プレートの沈み込みにより海溝等が形成

され、深浅が激しく、変化に富んだ複雑な海

底地形を形成している。大陸棚と内海及び内

湾といった浅い海は一部で、我が国の排他的

経済水域の大部分が深海域であるという特徴

を有する。

　周辺海域の平均的な深さについて見ると、

東シナ海は 300 ｍ程度と浅いが、日本海及

びオホーツク海は 1,700 ｍ前後、太平洋は

4,200 ｍ程度となっている 8。朝鮮半島と能

登半島を結ぶ線から南西部の東シナ海にかけ

ての一帯と北海道西岸からオホーツク海沿

岸にかけては、大陸から伸びる水深 0 ～ 200

ｍの比較的なだらかな大陸棚がみられる。太

平洋側は、本州から南にかけての日本海溝及

び伊豆・小笠原海溝や、九州から沖縄にかけ

ての南西諸島海溝（琉球海溝）等、4,000 ～

6,000 ｍ以上の深みへと落ち込む非常に急峻

な地形となっており、南西諸島（琉球）海
かい

嶺
れい

や伊豆・小笠原海嶺などの海山の連なりも存

在する。また、日本海には日本海盆、オホー

ツク海には千島海盆等水深 2,000 ｍ程度の比

較的大きな盆地がある。

　我が国近海には、黒潮（暖流）や親潮（寒

流）などの多くの寒暖流が流れるとともに、

多数の島々によって形成される列島が南北に

長く広がって熱帯域から亜寒帯域に至る幅広

い気候帯に属していることから、多様な環境

が形成されている。北には冬季に流氷で覆わ

れるオホーツク海があり、海氷による独特の

生息・生育環境が形成されており、南では黒

潮が多くの南方からの生物を運んでくる。世

界最大の暖流である黒潮の影響を受けて高緯

度まで温暖な海であるために、世界最北端の

サンゴ礁が分布し、多くの海の生物の産卵場、

餌場、幼稚仔魚等の育成の場となっている。

また、黒潮と親潮が接する移行領域は、多く

の魚が集まり良い漁場となっている。日本海

の対馬暖流は表層約 200 ｍの厚さで流れて

おり、その下流部には低水温で溶存酸素が相

対的に多い「日本海固有水」と呼ばれる水塊

が存在する。

　総延長約 35,000km の長く複雑な海岸線に

は、砂丘や断崖などその形状に応じて特有の

動植物が見られ、陸域、陸水域、海域が接す

る水深の浅い沿岸域には、藻場 9、干潟、サ

ンゴ礁などが分布し、海洋生物の繁殖、成育、

採餌の場として多様な生息 ･ 生育環境を提供

している。太平洋側の広大な大洋には、伊豆・

小笠原諸島、沖ノ鳥島、南鳥島、大東諸島と

いった遠隔離島や海山が存在し、周辺より浅

い海を形成して湧昇流を生じさせること等に

より、多様な生物の生息・生育場を提供して

いる。

　沿岸域は河川や海底湧水などにより、栄養

塩類が供給されるなど、陸域との関連が強い。

海岸線を挟んだ陸域から沿岸域に存在するエ

コトーン（遷移帯）は生物多様性に富んでい

る。例えば、高潮線と低潮線の間にあり、潮

の干満により露出と水没を繰り返す「潮間帯」

は、高さによって海水に浸る時間が異なるた

め、乾燥、温度、塩分などの環境に違いが生じ、

それぞれの環境に適応して複数種が生息・生

育している。また、海水と淡水が混ざる河口

の汽水域は、塩分濃度の変化に耐性を持つ生

物が多く生息・生育し､ 熱帯・亜熱帯地域

ではマングローブ林が形成されるなど、独特
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10　Jefferson et al, （2008）Marine mammals of the world. 及び Ohdachi et al, （2009）The wild mammals of Japan.
11　Peter Harrison（1985）Seabirds: An Identification Guide. 及び日本鳥類学会編（2000）日本鳥類目録 改訂第 6 版。
12　多紀ほか 監修（2005）新訂 原色魚類大図鑑 . 及び 上野・坂本（2005）新版 魚の分類の図鑑。
13　国際共同研究ネットワーク「海洋生物のセンサス（CoML：Census of Marine Life）」の調査の一環。藤倉ら（2010）による。

な生態系が形成されている。砂浜ではウミガ

メの上陸やコアジサシの繁殖が見られるとと

もに、内湾に発達する干潟は、餌となる底生

生物の量、種数がともに著しく多いことから、

シギ・チドリ類など多くの渡り鳥が餌と休息

の場を求めて飛来する場となっている。「海

のゆりかご」と呼ばれる藻場は、生物の産卵

や成長のための場として、重要な機能を有す

る。さらに、干潟や藻場などの沿岸生態系は、

バクテリアやメイオベントスによる分解、貝

類による濾過などによって陸上からの生活排

水に含まれる有機物を除去し、また藻類によ

る貯留、鳥類や魚類による搬出などによって

窒素やリンも含めて除去することで、水質を

浄化する。これらの沿岸生態系は、この水質

浄化の機能によって生物の生息・生育環境を

保ち、生物多様性の保全に大きく貢献している。

　また、深海や熱水噴出孔といった特異な環

境には、沿岸や表層とは全く異なった生物が

生息している。

　このように多様な環境が形成されているた

め、日本近海には、世界に生息する 127 種

の海棲哺乳類のうち 50 種（クジラ・イルカ

類 40 種、アザラシ・アシカ類８種、ラッコ、

ジュゴン）10、世界の約 300 種といわれる海

鳥のうち 122 種 11 、同じく約 15,000 種の海

水魚のうち約 25％にあたる約 3,700 種が生

息・生育する 12 など、豊かな種の多様性が

ある。我が国の排他的経済水域までの管轄権

内の海域に生息する海洋生物に関する調査に

よると、確認できた種だけで約 34,000 種に

のぼり、全世界既知数の約 23 万種の約 15％

にあたる 13。このうち我が国の固有種は約

1,900 種確認されている。なお、海洋生物に

関しては、一部の分類群を除き分類学研究が

遅れており、未知の生物が多く存在すること

には留意する必要がある。

３．海洋生物多様性の現状
（１）地球規模の海洋生物多様性の概況
　多様で複雑な生物多様性の現状を評価する

ため、地球規模及び国内で様々な取組が進み、

海洋の生物多様性の損失の概況が少しずつ把

握されるようになってきている。

　2001 年から 2005 年にかけて、95 カ国か

ら 1,360 人の専門家が参加した「ミレニア

ム生態系評価」（MA: Millennium Ecosystem 

Assessment）は、それまでに例のない大規

模な地球規模の生物多様性や生態系を評価す

る取組だった。

　ミレニアム生態系評価では、人類は陸上の

生態系の構造を大きく改変させ、また、生物

種の絶滅速度をここ数百年でおよそ 1,000 倍

に加速させたことを明らかにし、人類が根本

的に地球上の生物多様性を変えつつあるこ

とを示した。海洋については、20 世紀末の

数十年で世界のサンゴ礁の約 20％が失われ、

また、データが入手可能な国において、過去

20 年間でマングローブ林の約 35％が失われ

るなど、生物多様性が豊かとされる沿岸域の

生態系が人間活動により大きな影響を受け、

損失の危機にあることが指摘されている。同

評価において、世界的に需要が拡大している

海洋漁業資源については、科学的な資源評価

の対象となっている魚種の４分の１が乱獲に

より著しく枯渇しているとされている。特に

食物連鎖の上位に位置する魚種（一部のマグ

ロ類やタイセイヨウマダラなど魚食の大型

魚）の資源量が減少しており、海洋の生物多

様性の低下が指摘された。加えてこの生態系

評価では、生態系サービスに着目した分析を

行っており、代表的な 24 の生態系サービス

のうち、向上しているものはわずか４項目（水

産養殖、穀物、家畜、気候調節）で、多くは

低下しているか、維持できない形で利用され

ていることが示された。生物多様性の損失は

生態系サービスの低下をもたらし、将来世代

が得ることのできる利益が大幅に減少する危

険性が指摘されている。

　また、生物多様性条約事務局も、2001 年、

2006 年及び 2010 年に「地球規模生物多様性

概況」（GBO: Global Biodiversity Outlook）を

取りまとめ、公表している。2010 年５月に

公表された第３版（GBO3）では、条約締約

国により合意された 2010 年目標の達成状況

が評価され、21 の個別目標のうち地球規模

で達成されたものはないことが指摘された。

沿岸及び海洋生態系の現状に関しては、マン

グローブ林やサンゴ礁などが引き続き減少

しているとともに、世界の海洋漁業資源の

80％が満限利用の状態にあるか過剰に利用

されているとしている。

　また最近では、過去、現在、未来の世界の

海洋生物の多様性、分布と個体数を調査し解

明するための地球規模の研究プロジェクトと

して、海洋生物のセンサス（CoML: Census 

of Marine Life）が 2000 年から 10 年間の計

画で取り組まれてきた。このセンサスには

日本を含む 80 を超える国々の研究者が参加

し、得られたデータを地球規模の海洋生物地

理情報システム（OBIS: Ocean Biogeographic 

Information System）に登録、蓄積している。

（２）我が国の海洋生物多様性の状況
　我が国の生物多様性の状況評価としては、

環境省が設置した生物多様性総合評価検討委

員会が 208 名の専門家の協力を得て、2010

年５月に「生物多様性総合評価報告」（JBO: 

Japan Biodiversity Outlook）を公表した。生

物多様性総合評価では、特に高度経済成長期
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に進められた開発、改変によって、干潟や自

然海岸などの規模が大幅に減少したこと、現

在は開発・改変の圧力は低下している一方、

海岸侵食の激化や外来種の導入、地球温暖化

の影響が新たに心配されていることが指摘さ

れた。

　具体的には、沿岸・海洋生態系における生

物多様性の損失の状況を示す指標として、①

沿岸生態系の規模・質、②浅海域を利用する

種の個体数・分布、③有用魚種の資源の状態

を取り上げ、いずれについても損失の傾向に

あるとしている。

　①の沿岸生態系の規模・質に関しては、戦

後の高度経済成長期における埋立・浚渫、海

砂利の採取、海岸の人工化などの土地の開発・

改変によって、干潟、藻場、サンゴ礁、砂浜

などの沿岸域の生態系の規模が縮小したこと

が指摘された。特に干潟は、内湾に立地する

ことが多く、開発されやすいため、高度経済

成長期の開発で大幅に縮小し、1945 年以降

50 年間の間に約４割が消滅した。自然海岸

も本土においては５割を切っている。砂浜は、

河川や海の砂利等の採取や河川上流部の整備

等による土砂供給の減少、沿岸の構造物によ

る漂砂システムの変化などの影響も受け、海

岸侵食が進んでいる。また、大型の海藻が密

生した海中林などが著しく衰退する磯焼けな

どの様々な生態系の変化やサンゴの白化現象

なども見られる。海草・海藻とサンゴは、海

水温の上昇による変化又は劣化が指摘され、

地球温暖化の影響が懸念されている。

　②の浅海域を利用する種の個体数・分布に

関しては、干潟や砂浜の減少や環境の悪化、

水質汚濁等によるシギ・チドリ類、アサリ類、

ハマグリ類その他生活史の一部を浅海域に依

存する鳥類・魚介類等の個体数の減少が指摘

された。

　③の有用魚種の資源の状態については、

現在、資源評価が実施された漁業資源の約

40％が低位水準にあることが指摘された。

　生物多様性総合評価では、生物多様性と生

態系サービスとの関係について十分に明らか

にされていない部分があるとしながらも、我

が国における生物多様性の損失が生態系サー

ビスの供給に関係していると指摘している。

瀬戸内海では、海砂等の採取などに伴う砂堆

の消失がイカナゴ資源の減少を招いたとさ

れ、それがさらに冬鳥として飛来するアビ類

の減少などに影響したといわれている。アサ

リやハマグリ等の減少は、食料としての供給

サービスだけではなく、潮干狩りの体験とい

う文化的サービスを低下させることにもつな

がっている。

　この他、近年は日本海でエチゼンクラゲの

大発生が頻発するなど、海洋の生態系の変化

とそれに伴う漁業等の生態系サービスへ影響

が見られる。

４．人間活動の海洋生物多様性に及
ぼす影響

　海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利

用を効果的かつ効率的に行っていくために

は、対象とする海域において生じている問題あ

るいは問題となるおそれがあることについて、

体系的かつ総合的に捉えることが重要である。

（１）海洋生物多様性への影響要因
　我が国の海洋の生物多様性に影響を及ぼす

か、又はそのおそれのある主要な人為的要因

として、①生物の生息・生育場の減少をもた

らす物理的な改変、②生態系の質的劣化をも

たらす汚水の排出、廃棄物の排出、油や化学

物質等の流出等による海洋環境の汚染、③過

剰な捕獲（対象種以外の捕獲（混獲）を含む）・

採取、④生態系の攪
かくらん

乱を引き起こす可能性が

ある外来種の導入、⑤海洋の物理化学的な環

境又はシステムに影響を与える可能性のある

気候変動による影響が想定される。特に人間

活動の活発な沿岸域においては、これらの要

因が複雑に関わり合っている。

１）生物の生息・生育場の減少をもたらす物

理的な改変

　河川流域等内陸部、沿岸部及び海底の物理

的な改変は、その場所や手法によって海洋生

物の生息・生育場に影響を与えるおそれがある。

　河川流域の開発では、表土の流出により河

川へ流れ込む土砂や栄養塩等を過度に増加さ

せる可能性があり、河口域及びその沿岸域の

濁度の増加や富栄養化等の海洋環境の変化を

引き起こすこともある。また、河川の流れを

阻害する改変は、川と海を移動 ( 通し回遊 ) 

する魚類等の生息場を分断し、繁殖等に支障

をきたし、個体群の縮小に繋がるおそれがあ

るとともに、陸域からの土砂供給量を減少さ

せることにより砂浜の侵食が進むことも懸念

されている。

　沿岸域の開発は、通常海岸線の物理的な改

変を伴い、陸上における海岸地形の変化の他、

海中では浅海域の生態系の喪失、流況の変化

等をもたらす。藻場、干潟、サンゴ礁､ 砂

浜等の喪失は、海洋生物の生息・生育場を奪

うばかりでなく、その生態系が有する浄化能

力を低下させることにより、富栄養化の一因

ともなる。発電所等の温排水については、海

洋生物に対して温度変化などによる影響が懸

念されている。風力発電施設については、設

置場所等によっては渡り鳥等のバードストラ

イクなどの問題が懸念される。
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14　日本プランクトン学会 . 日本ベントス学会編（2009）海の外来生物－人間によって撹乱された地球の海

　また、海底のエネルギー・鉱物資源の開発

に関しても、物理的な改変により、深海独特

の太陽エネルギーに頼らない化学合成生態

系を構成する生物の生息場を奪うおそれも

ある。

２）生態系の質的劣化をもたらす海洋環境の

汚染

ⅰ．陸域活動起源の負荷

　人間の産業活動や生活に伴って生じる産業

排水や生活排水に含まれる有害物質、栄養塩

類等の汚濁負荷の流入は、特に高度経済成長

期に増大し、一部の海域にヘドロ（海底に堆

積した有機汚泥などが含まれる柔らかい泥）

の堆積や富栄養化に伴う赤潮の発生などの問

題を引き起こし、特に沿岸域における生物の

生息・生育環境に重大な悪影響を及ぼしてき

た。また、有害性等について未知の点の多い

化学物質による生態系への影響のおそれも挙

げられる。

ⅱ．海域利用活動起源の負荷

　海洋環境に対する、船舶など海上における

活動に起因する負荷としては、船舶からの油

や化学物質の流出及び船内活動により生じた

廃棄物や汚水の排出による海洋汚染の問題、

あるいは船舶事故による油汚染などの問題が

考えられる。また、トリブチルスズ（TBT）

等の有機スズ化合物を含む船舶用船底塗料の

海洋生物への悪影響が 1980 年代後半より問

題となった。

　また、2010 年４月にメキシコ湾で石油掘

削施設より海底油田から大量の原油が湾全体

へと流出した事故が発生した。原因は現在究

明中であるが、流出箇所が深い海中であり、

原油の噴出する圧力も極めて強く、容易に流

出を止めることができなかったことも被害を

拡大させたと言われている。

３）漁業に関連する問題

　漁業は豊かな海の恵みの上に成り立ってい

る環境依存型の産業であることから、生産力

を支える生態系の健全さを保つことが必要で

あり、そのためにも生物多様性の保全が重要

である。一方で漁業や養殖の管理を誤ると、

海洋生態系に大きな影響を及ぼす危険性があ

る。魚介類の過剰な捕獲（混獲を含む）は、

漁獲対象種の個体群サイズを縮小させるほ

か、その種にかかわる餌生物や捕食種の種構

成、更には食物網全体のバランスを崩すおそ

れもある。この他、漁獲された生物の投棄、

放置された漁具に生物がかかってしまうゴー

ストフィッシングなどが生態系に及ぼす影響

にも留意していく必要がある。また、養殖は

対象とする漁業資源への依存度を下げること

により間接的に資源を回復させる手段となり

得るが、ウナギやクロマグロのように種苗の

大部分を天然資源に依存している魚種につい

ては資源への影響が懸念されること、飼育密

度や給餌量等への配慮を怠ると海域の汚染を

引き起こすことや、遺伝的多様性への影響等

に留意が必要である。

　安全で良質な水産物の安定的な供給のため

に漁業者によって取り組まれる沿岸域の環境

保全の活動は、近年の漁村における過疎化や

高齢化に伴って後退することも懸念されて

いる。

４）外来種によって引き起こされる生態系の

攪
かくらん

乱

　野生生物の本来の移動能力を超えて、人為

によって意図的又は非意図的に国外や国内の

他の地域から導入された外来種が、在来生物

の捕食及びこれによる水産業等への被害、在

来生物との競合による駆逐、在来生物との交

雑による遺伝的な攪
かく

乱
らん

等の生態系への被害

や、かみつきや毒等による人の生命や身体へ

の被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるも

のがあり、このような外来種への対策が必要

となっている。海洋及び沿岸においては、も

ともと我が国にはいなかった種は 76 種、我

が国にも自然分布しているが、それらとは別

に明らかに海外から入ってきた種が約 20 種

確認されており、国内の他の地域から導入さ

れた種も 100 種以上いるといわれている 14。

例えば、わが国の周辺海域では、チチュウカ

イミドリガニなどの定着が確認されており、

影響が懸念されている。

　外来種導入の経路の例としては、船舶のバ

ラスト水に混入した生物や船体に付着した生

物が、遠方の海域まで運ばれ、バラスト水

の排出等により、当該海域で定着し、固有

種の減少などの生態系の攪
かくらん

乱や漁業活動へ

の被害を引き起こすことが近年指摘されて

いる。

　また、現地に元々存在しない種を導入して

養殖する場合もあるが、この種が逃げ出す場

合に生じる生態系への影響も懸念されてい

る。更には、導入した種そのものによる影響

に加え、それらに混入したり、寄生したりす

る生物が新天地で爆発的に増殖するといった

懸念もある。例えば、貝食性巻き貝のサキグ

ロタマツメタは、日本では有明海などごく一

部の地域でみられていたが、最近では、輸入

アサリを導入した際に混入して入ってきた外

国由来のものがもともと生息していなかった

海域で繁殖し、アサリなどの二枚貝を捕食し、

アサリの養殖や潮干狩りの運営などに被害を

与える例が報告されている 14。
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５）気候変動による影響

　沿岸域及び外洋域のいずれにおいても近年

懸念が高まってきているのは、気候変動によ

る影響である。沿岸域においては、海水面の

上昇、熱帯低気圧の強大化、高潮の頻発化な

どによる沿岸生態系への影響が考えられる。

また、気候変動に対する脆弱性が高いとされ

るサンゴ礁では、近年、海水温の上昇等によ

る大規模な白化現象が世界的に頻繁に発生し

ている。さらに大気中の二酸化炭素濃度の上

昇に伴い海水に溶け込む二酸化炭素が増加す

ることによる海水の酸性化が進むと、炭酸カ

ルシウムを成分とするサンゴの骨格やプラン

クトンの殻をつくる石灰化の作用が起きにく

くなり、骨格や殻が十分に形成されない種が

出てくる可能性や、種構成が変化することに

より生態系のバランスが崩れることも懸念さ

れている。

　さらに近年の研究では、外洋域の主要な生

産者である植物プランクトンの発生量が減少

していることが明らかになっているが、その

原因は温暖化に伴う海洋の成層構造の強化に

起因する栄養塩類の有光層への供給量の減少

ではないかといわれている 15。

　また、オホーツク海北西部では、海氷の形

成に伴い、冷たく塩分の濃い重い海水が沈み

込んで大陸棚から流れ出し、その過程でア

ムール川から供給される鉄分をオホーツク海

南部や北太平洋まで運んでいる。この鉄分は、

冬季に海表面が冷やされて起こる海水循環に

よって再び表層へ供給されて植物プランクト

ンの増殖を引き起こし、海洋生態系や陸域生

態系を支えていることが知られている。温暖

化によって海氷の形成が減少すれば、関連す

る海洋生態系の生物生産に広域的な影響を及

ぼすおそれも指摘されている。

　漁業においても、漁獲対象種の生息域が北

上することにより、漁場や漁期が変化する可

能性が指摘されている。北海道沿岸のウニ類

について行われた 1985 年以降の漁獲量調査

によると、道南で多く獲れていたキタムラサ

キウニが、より北側の宗谷地方でも多く獲れ

るようになったことが確認された。また、亜

熱帯から熱帯の沿岸域を生息場とするナルト

ビエイが、有明海や瀬戸内海で大量に発生す

るようになり、アサリやタイラギへの漁業被

害が報告されるようになるなど、漁業へ悪影

響を与える生物の北上も示唆されている。

（２）海域特性を踏まえた影響要因
　影響要因を把握するにあたり、陸域との関

連性が強く、藻類などの第一次生産者が生育

するなど特異な生態系が形成されている「沿

岸域」と陸域からの影響が比較的少なく、生

態系も沿岸域とは異なる「外洋域」は区分し

て考える必要がある。

　沿岸域は、一般に陸上から供給される栄養

塩類に富んでいる一方、人間活動による影響

を受けやすい。沿岸域と外洋域との生態系区

分は曖昧で、両者は相互に関連しあっている

が、沿岸域の範囲について、本保全戦略では、

「水深 200 ｍ以浅の大陸棚海域から潮間帯を

沿岸域として、人間活動の影響を強く受ける

海域」と定義し、それ以外を外洋域とする。

１）人間活動の影響を強く受ける沿岸域

　沿岸部では農耕に適した平地が多く形成さ

れ、古くから人口が集中し、主要な都市が形

成されてきた。さらに、戦後の経済発展の中

で、海外から原料を輸入する際の交通の便の

良さや水資源確保の容易さ等のため、太平洋

ベルト地帯に代表されるように工業も沿岸部

に集中した。このように、平地の沿岸部に人

口や産業が集中している我が国では、沿岸域

に環境負荷がかかりやすい構造となってい

る。このため、海岸に近接する沿岸域は、こ

れまで埋立や海岸線の人工化、海砂採取のた

めの浚渫などの人為的圧力を受け、藻場､ 干

潟､ サンゴ礁や砂浜・砂堆などの海洋生物の

生息・生育場や海岸植生の減少、環境の劣化、

陸と海のつながりの分断などが進んできた場

所でもあり、日常の生活の中で海との関わり

が希薄になってきた。近年では、急激な開発

は収まってきており、沿岸域の埋立面積は年

間 800ha 程度で横ばいと緩やかになってき

ているが、なお新たな開発は続いている。な

お、沿岸域では開発以外でも､ ダイビングな

どのレクリエーション利用において､ その海

域の生態系に適切な配慮がなされない場合に

は､ 生態系の攪
かくらん

乱を生じさせることがある。

　また、物理的な沿岸の改変のみならず、生

活や産業活動から排出される様々な物質が河

川や地下水を通じて海水を汚染し、生態系に

大きな影響を与えている。過去（1950 年代）

には、水域に排出された有機水銀によって汚

15　Gregg et al,（2005）Global Chlorophyll-a Trends During 1998-2003: Geophys. Res. Lett. 
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16　M. Kubota (1994) A mechanism for the accumulation of floating marine debris north of Hawaii. Journal of Physical Oceanography.24, :1059-1064 
17　環境省（2009）日本周辺海域における海洋汚染の現状－主として海洋モニタリング調査結果（1998 ～ 2007 年度）を踏まえて－ .（http://www.env.go.jp/press/press.

php?serial=11688）

染された魚介類を食べることによって、中毒

性の神経疾患である水俣病が発生し、我が国

の四大公害病の一つとして大きな社会問題と

なった。また、工場排水や生活排水による水

質汚濁が進行したことにより、水中の溶存酸

素が減少し、本来そこにいた生物の生息に適

しない水域が広がっていた。近年、著しい汚

濁は改善されたものの、特に閉鎖性海域では

現在もなお貧酸素水塊や赤潮の発生が見ら

れ、魚介類の減少やそれに伴う漁業への影響

などの問題が生じている。また、自然災害だ

けでなく、農地や荒廃林地、工事現場などか

ら流出する土砂が、サンゴや藻場等の沿岸生

態系へ影響を与える事例などが報告されて

いる。

　日本海沿岸をはじめ、我が国の海岸には、

我が国の国内や周辺の国又は地域から大量の

漂流・漂着ごみが押し寄せ、生態系を含む海

岸の環境の悪化、白砂青松に代表される美し

い浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業への影

響等の被害が報告されている。人間活動に

よって生じたプラスチック等の海ごみは海岸

へ漂着したり海底に堆積したりして、景観や

漁業活動に悪影響を与える他、ウミガメや海

鳥等が飲み込むことがあるなど、生物の生存

を脅かす等の問題もある。

　海洋の生物資源を活用する漁業について

は、適切に管理がなされない場合、過剰漁獲

や混獲等により海洋の生態系に影響を与え

る。魚種別系群別資源評価の対象である 52

魚種 84 系群については、そのうちの４割が

低位水準にあると評価されているが、この原

因として、海洋環境の変化による影響のほか、

沿岸域の産卵・生育の場である藻場・干潟の

減少に加え、一部の魚種に対して回復力を上

回る漁獲が行われたことも指摘されている。

また、沿岸域においては養殖も行われており、

前述のとおり適切な管理への留意が必要であ

る。さらに、近年食用として意図的に導入し

た外来種等が定着先の生態系に影響を及ぼす

ことも懸念されている。

２）外洋域への人為的圧力

　外洋域は、沿岸域に比べると人間活動の直

接的な影響を受けにくい海域である。現在の

主な利用活動としては、船舶航行、漁業及び

廃棄物の海洋投入処分等が挙げられる。また、

今後は海底資源の開発、波力や潮力等の自然

エネルギーの活用など新しい開発や利用が想

定される。

　船舶に起因する海洋への影響としては、油

や有害物質の流出があり、特に事故時の油流

出による海洋生態系への影響は大きい。我が

国は、戦後、世界の多くの国々との貿易活動

を通して経済的に発展してきた。現在、我が

国は貿易量のほぼ全量、国内輸送量の約４割

を海上輸送に依存している。地球規模の経済

発展とグローバル化に伴って世界の海上輸送

量は増大しており、我が国はその輸送量の約

７分の１に関わっている。

　漁業に関連しては、外洋域においても、乱

獲などによって特定の種や特定の個体群サイ

ズが著しく縮小すると、その種に関連する生

物の個体群や、食物網全体のバランスにまで

影響を与える危険性がある。また、混獲やゴー

ストフィッシングの問題もある。

　沿岸域や外洋域での人間活動によって海に

排出されたごみや汚染物質は、海流や大気、

移動する生物によって広域に運ばれ、外洋域

においても生物の体内に蓄積されるなどの影

響が見られる。北太平洋では海流等によって

漂流ごみが集積する海域があることが知られ

ており 16、我が国に由来するごみがミッド

ウェー諸島等の海岸に漂着した事例も報告され

ている。環境省の海洋環境モニタリング 17 で

は、水深 4,000m 級の外洋域でも、浮遊性プ

ラスチック類が広く分布していることが明ら

かになっている。また、深海探査によって深

海底にもプラスチック製のゴミなどが確認さ

れている。一旦環境中に流出したプラスチッ

ク類は容易には分解されず、長期にわたる生

物への潜在的な影響が懸念される。
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第４章　海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本的視点
　生物多様性国家戦略 2010 においては、生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とした施策を展開する上で不可欠な
共通の基本的視点として、①科学的認識と予防的順応的態度、②地域重視と広域的な認識、③連携と協働、④社会経済的な
仕組みの考慮、⑤統合的な考え方と長期的な視点の５つを挙げている。これらの視点は当然ながら全て海洋の生物多様性に
関する施策の展開においても重要である。これらに加えて、特に海洋の生物多様性を考えた場合に認識されるべき基本的視
点として、以下の５つを挙げる。

１．海洋生物多様性の重要性の認識
　その広大さとアクセスの困難さにより、日

常生活の中で海洋の生物多様性を認識するこ

とは容易ではないが、その生態系は多様性に

富んでいる。深海探査の発展は、太陽光の届

かない深い海に、太陽エネルギーに頼らない

独立した生態系（化学合成生態系）が存在す

ることを明らかにした。

　また、海洋の生物多様性は、食料としての

魚介類や薬などに活用される遺伝資源等の直

接利用できる資源を供給するだけではなく、

気候調整や水質の浄化等の人類の生存を支え

るシステムを支えていることを認識する事が

重要である。例えば、藻場、干潟及びサンゴ

礁は、多くの海洋生物に生活空間を提供する

とともに、藻場や干潟は陸上から流入する水

を浄化し、サンゴ礁は外洋から打ち寄せる激

しい波を食い止め島に住む人間や生物を守る

機能がある。

　生物多様性条約の目的である生物多様性の

保全、持続可能な利用及び遺伝資源から得ら

れる利益の公正かつ衡平な配分は、それぞれ

自然、経済及び社会のあり方をどのように持

続可能なものにしていくかという目的である

と言い換えることもできる。

　生態系サービスの利用に当たっては、国民

が生態系から長期的かつ継続的に得られる利

益を考え、健全な生態系を維持管理していく

視点を持つことが重要である。その保全と持

続可能な利用を継続的に進めていくために

は、海洋の生物多様性の重要性が、経済活動

や社会生活の中で適切に評価され、その保全

が価値あるものとして位置づけられることが

不可欠である。

２．海洋の総合的管理
　海洋基本計画においては、海洋に関する施

策についての基本的な方針のひとつに「海洋

の総合的管理」が掲げられており、海洋の管

理に当たって、総合的に検討する視点が不可

欠であるとともに、国連海洋法条約をはじめ

とする海洋に関する国際ルールに基づく適切

な権利の行使、義務の履行、国際協調に留意

する必要がある事が明記されている。

　また、生物多様性国家戦略では、生態系全

体を統合的に管理しようとするエコシステム

アプローチの考え方を踏まえ、科学的知見に

基づいて、予防的かつ順応的な管理や利用が

行なわれること、また、関係者が広く情報を

共有し、社会的な選択として管理と利用の方

向性を決めることの重要性が明記されている。

　このように、海洋の生物多様性の保全と持

続可能な利用にあたっても、総合的な視点が

重要である。

（１）沿岸域における陸域とのつながりの
重要性

　陸域と海は河川や地下水などの水系でつな

がっており、土砂の移動により沿岸域に干潟・

砂浜などが形成されるほか、陸域から供給さ

れる栄養塩類は川や海の魚をはじめとする生

物を育み、豊かな生態系を形成する。また、

海の栄養塩類はサケなどの遡上によって川上

の森林に運ばれるなど、陸域と海域は密接に

関連している。オカガニやヤシガニ､ ハゼ、

アユ、スズキなど、沿岸域に生息する生物に

は、回遊性を持つもの、生活史に応じて住み

場所を移動するものが多くおり、こうした生

物の行き来の経路や、生息場をネットワーク

として捉えることも重要である。また、ヤマ

トシジミのように淡水と海水が入り混じる河

口域を生息場とする生物もいる。このため、

広域的な視点を持ち、陸と海とのつながりを

考慮しながら流域を一体のものとして捉える
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図１：海洋の生態的区分
出典：關文威 監訳 , 長沼毅 訳（2009）生物海洋学入門 第２版 . より作成

取組も含めた沿岸域の総合的管理を進める必

要がある。さらに沿岸内湾域では、湾内の生

物の生息・生育環境が海流によってつながっ

ており、そのネットワークも沿岸域の管理を

進める上で考慮しながら、適切な生息・生育

場を保全・再生していくことも重要である。

　そして、生態系ネットワークに配慮し、海

洋の生物多様性の保全を推進するに当たって

は、対象となる海洋生物の個々の生活史、回

遊性に配慮し、その特性に応じた体系的な取

組を構築していくことが重要である。

　また、これらの生態系ネットワークを形成

する水域の様々な関係者の情報の共有を図

り、幅広い参加と連携を促進し、地域の特性

に応じた体系的な保全等の取組を構築してい

くことも重要である。

（２）外洋域における広域な視点の重要性
　海洋の連続性、海流の存在、大気からの汚

染物質の流入、海洋生物の広域にわたる移動

等を踏まえると、海洋の生物多様性は国内の

問題に止まらない。自国の管轄権内の海域の

環境を良好に保つための責任を負うことは勿

論であるが、広域な外洋域については、近隣

諸国との連携も重要である。特に、日本海の

ように閉鎖性が高い海域において保全の対策

を講じる場合には、関係国の協力が不可欠で

あり、国際的な協調の下に海洋の生物多様性

保全策を進めることが重要である。また、オ

ホーツク海や東シナ海の西部がそれぞれア

ムール川、揚子江などの大陸を流れる大河川

から供給される栄養塩類により豊かな生態系

を形成しているように、大陸の陸域とも強い

関連があることも認識する必要がある。

　さらに、我が国は広大な北太平洋の西岸に

南北に長く位置し、大洋を通じて多くの国々

と関連しており、このような視点からも国際

的な連携が重要である。例えば、国境を越え

た長距離の移動・回遊を行う過程で、我が国

の沿岸を利用するクジラなどの海棲哺乳類、

渡り鳥、ウミガメ類、回遊性魚類などの動物

については、国内のみならず、より広域的・

国際的な視点から、関係各国が連携、協力し

てその生息場の保全策を講じることが重要で

ある。漂流・漂着ごみ等による汚染防止につ

いても、関係各国との協力が望まれる。

　また、経済協力開発機構（OECD）に加盟

する先進国のうち、我が国は、魚介類を最も

摂取している国のひとつであり、漁業資源の

持続可能な利用と海域生態系の保全の推進に

あたっては国際的に重要な役割を担っている。

　加えて、地球温暖化や化学物質の地球規模

の拡散による海洋への悪影響が懸念されてい

るが、このような問題に対処する場合にも、

国際的な協調の下に対策を講じることが不可

欠である。国際的な有害物質の存在、気候変

動による海洋生態系の変化等に関する実態把

握、その影響を軽減するための方策にかかる

共同研究等も推進していく必要がある。

　なお、国際的には、生物多様性と生態系

サービスに関する科学と政策の連携強化を

図るため、国連環境計画（UNEP）のもと

で、「生物多様性と生態系サービスに関す

る政府間科学政策プラットホーム（IPBES: 

Intergovernmental science-policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services）」設立

の検討が進められ、2010 年６月には、参加

国によって設立についての基本的な合意がな

された。政策の立案に対して必要な科学的基

盤を提供する効果的かつ効率的な枠組となる

よう、IPBES の体制等の検討に積極的に関与

し貢献するとともに、このような枠組を通じ、

海洋の生物多様性と生態系サービスについて

も、政策決定プロセスにおける科学的知見の

活用を促進することが重要である。

３．我が国周辺の海域の特性に応じ
た対策

　沿岸域と外洋域ではその生態系の特徴や主

要な影響要因が異なっており、緯度や海流、

海底地形によっても海洋の環境は大きく異な

るため、海域の特性を踏まえた保全及び持続

可能な利用に関する対策の推進が重要であ

る。その際、それぞれの海域の生態系の構造

と機能を理解し、それらを維持する視点が重

要である。

　また、海洋の生物多様性の保全に取り組む

に当たって、その海域の生物多様性にとって

何が脅威となっているのかの影響要因を体系

的かつ総合的に捉え、効果的な保全対策や利

用に当たっての配慮を推進することが重要で

ある。

　なお、地域の生物学的特性を示す植生の分

布を基礎的な情報として生態系を大まかに捉

えられる陸域と比べて、海域では、そのよう

な安定した基盤となる生態系は藻場などの沿

岸に限定され、動物の分布は地形やその基質、

海流などの物理化学的な要素に大きく規定さ

れる。このため、海域の生態系を把握するた

めには、それらの物理化学的環境を踏まえて、

類型区分を考える必要がある。

　沿岸域は、地形的な視点から更に瀬戸内海

に代表される内海や内湾等の閉鎖性の高い海
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図２：海況特性による我が国の排他的経済水域の海域区分
出典：社団法人海洋産業研究会（2002）わが国 200 海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究報告書 . より作成

（１）黒潮・亜熱帯海域

（２）本州東方混合水域

（３）親潮・亜寒帯海域

（４）オホーツク海

（５）日本海

（６）東シナ海

①黒潮

②北赤道海流

③亜熱帯反流

④黒潮反流

⑤親潮

⑥津軽暖流

⑦宗谷暖流

⑧東カラフト海流

⑨リマン海流

⑩対馬暖流

KF：黒潮前線

OF：親潮前線

W　：暖水塊

C　：冷水塊

18　Mark, D.S. et al. (2007) Marine Ecoregions of the World: a bioregionalization of coastal and shelf areas., Bioscience. 57(7): 573-583
19　社団法人海洋産業研究会（2002）わが国 200 海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究報告書 .

域（以下「閉鎖性海域」という。）と外洋に

繋がる「開放性海域」に区分される。また沿

岸域については、海藻・海草など、陸域のよ

うに植生を踏まえた区分を考えることもでき

る。この場合、形成される植生は水温による

ところが大きい。

　外洋域は、水塊（水柱）及び底層において、

海面から海底までの深さ方向をいくつかの層

に分けることができる（図１）。

　海域の区分については、世界の水深 200 ｍ

以浅の水域を 232 の生態域（エコリージョ

ン）に区分する「世界の海洋生態域（MEOW：

Marine Ecoregions of the World）」18 の 他、

国内外にいくつかの案があるが、我が国周辺

海域について、地形的特徴と海流の分布の海

況特性等から、①黒潮・亜熱帯海域、②本州

東方混合水域、③親潮・亜寒帯海域、④オホー

ツク海、⑤日本海、⑥東シナ海の、大きく６

つの海域区分を設けることができる 19。 
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表１：海域区分と海域の特徴
海域区分 地理・地形的特徴 気候・海流等の特徴 生態系・生物資源等の特徴

（１）黒潮・亜熱帯海域 ●南西諸島から本州太平
洋沿岸の房総半島沖に
かけての太平洋側の広
域な海域で、小笠原諸島
を含む。

●フィリピン海プレート、
太平洋プレート、ユー
ラシアプレートの衝突
域を含み、南西諸島海
溝、 伊 豆 小 笠 原 海 溝、
南海トラフ、小笠原ト
ラフなど、切り立った深
い海溝が多い。

●沖ノ鳥島は日本唯一の
熱帯域。南西諸島は亜
熱帯域で、本州沿岸は温
帯域。

●世界最大級の黒潮が南
西諸島と本州東岸を北
上。比較的浅い伊豆マ
リアナ海嶺によって、
黒潮中深層は拡散する。
四国沖には、南西に向
かう黒潮反流が存在し
ている。

●黒潮は、房総沖から東
に向う黒潮続流となり、
北米西岸へと流れている。

●この海域は、黒潮を介して、世界で最も生物多様性の高い「Coral 
Triangle」海域とつながっており、世界的にみても海洋生物の多
様性が非常に高い海域と言える。

●低緯度海域は、亜熱帯性の海洋環境にあり、沿岸域にはマング
ローブ・サンゴ礁・海草・海藻などの多様な生態系が見られる。

●本州沿岸は温帯性で、沿岸域では亜熱帯域に分布中心を持つ種の
一部と、温帯域固有の種とが混在する。この海域では海草はほと
んどがアマモ類で、マングローブはほとんど見られない。アラメ・
カジメ・ホンダワラなどの海藻類が岩礁域では豊富に分布する。

●黒潮は高温・高塩分、栄養塩類の少ない表層流であり､ 外洋域
の一次生産は小型植物プランクトンが支えている。

●黒潮により暖水性の生物相が見られ、微小生物食物連鎖と小型
動物プランクトン、中深層性魚類・イカ類、小型浮魚類、大型回遊魚、
海鳥類、鯨類を含めた複雑な生食食物網が形成されている。

●薩南から房総までの黒潮内側域には、イワシ類、サバ類、沖合
の続流域以南には、サンマ、アカイカの産卵場が存在する。

●亜熱帯域は、マグロ類など大型魚類の産卵海域であり、高度回
遊魚類の回遊ルートとなっている。

●南日本の砂丘海岸を中心にアカウミガメ北太平洋系群及びアオウミ
ガメが産卵する。また、小笠原はアオウミガメの最大の産卵地である。

●ホンダワラ類で構成された流れ藻が沖合で産卵場や稚仔魚の移
動に利用されている。

●小笠原諸島海域には世界の鯨類の約 3 割の種が生息している。
また､ 一部の島嶼にはアホウドリ類が繁殖している。

●伊豆・小笠原海域 - マリアナ海域及び南西諸島海域には、熱水
生態系が見られる。

●相模湾など一部の海域には、冷湧水生態系が見られる。

●瀬戸内海は、本州、九州、
四国に囲まれている日
本最大の閉鎖性海域で
ある。多島海で、海域
の水深は浅い。

●瀬戸内海は、「灘」と呼
ばれる流れが穏やかな
広い海域と、「瀬戸」と
呼ばれる潮流の早い狭い
海域が交互に存在する。

●瀬戸内海は、複雑な海岸線が多いため、多様な海洋環境が存在
し、特に内湾性の多様な生物が豊富に生息 ･ 生育している。

●内海であること、暖流の影響が少ないことなどから、太平洋沿
岸に比べると、亜熱帯性の種が少なく、温帯種が多い。

●瀬戸内海の一次生産は比較的高く、マイワシ、カタクチイワシ、
シラス、イカナゴなどのプランクトン食性魚類が多い。

●瀬戸内海の沿岸には、干潟やアマモ場などの浅場が点在し、底
生生物等の生息の場やカブトガニ繁殖地となっている。また、
各地に砂堆があり、ナメクジウオやイカナゴ等の生息の場と
なっているため、イカナゴを主な餌とするスナメリの回遊やア
ビ類の飛来がある。
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海域区分 地理・地形的特徴 気候・海流等の特徴 生態系・生物資源等の特徴
（２）本州東方混合水域 ●三陸沖合は、北米・太

平洋プレートの衝突域
で、日本海溝が南北に
連なっている。

●三陸沿岸はリアス式海
岸が発達している。

●黒潮続流の沖合の北側
には、黒潮―親潮移行
領域（混合水域）が夏
―秋に広がり､ 暖水・
冷水渦を含む複雑なフ
ロント構造が発達する。

●三陸海岸には、黒潮、
親潮、さらには津軽海
流が流れ込む混合水域
が形成され、非常に複
雑な海洋環境となって
いる。

●温帯性種と亜寒帯性種とが共存する独特の生物相を形成する。
黒潮流域に見られる亜熱帯性種はほとんど見られない。

●内湾ではアマモ場・海藻藻場がよく発達する。
●潮下帯が広い場所が多く、棘皮動物などが優占する。
●沖合の黒潮―親潮移行領域は､ サンマ、サバ類、イワシ類など

の浮魚類・イカ類、マグロ類やカツオなど大型回遊魚の索餌・
成長海域となっている。

●寒流系及び暖流系両方の魚類相が見られるが､ 寒冷レジーム期
には寒流系魚類およびマイワシ、温暖レジーム期には暖流系魚
類が卓越する。

●春 - 初夏の三陸沿岸はオキアミ類が豊富で、これらを餌とする
ヒゲクジラ類、赤道渡りをして北上中のミズナギドリ類の重要
な索餌海域となっている。

●海溝域には、冷湧水生態系が見られる。

（３）親潮・亜寒帯海域 ●北海道東岸以北と千島
列島で囲われた海域。

●北米・太平洋プレート
の衝突域で、千島・カ
ムチャッカ海溝が南北
に連なっている。

●黒潮に匹敵する流量を
有する親潮の流域。

●親潮は､ オホーツク海、
西部亜寒帯循環の表層
水から由来し、舌状に
南下している。

●親潮は、襟裳から南下
する親潮第一分枝（貫
流）、その分流で北海道
―東北沿岸に沿って流
れる沿岸親潮、沖合の
第２分枝（貫流）に区
分されている。

●親潮は低温・低塩分、豊富な栄養塩類の表層流で､ 外洋域の一次
生産は大型植物プランクトン（珪藻類）の春季大増殖が支えている。

●沿岸では冷水性の生物相が発達する。一般に、生態系の生物量
は多いが種数は亜熱帯水域などに比べると少ない。

●オキアミ類、カイアシ類などの大型動物プランクトンや中深層
性魚類・イカ類が豊富で、これらを餌とするサケ類、タラ類、
カレイ類など水産有用種の他、海鳥類、鰭脚類、鯨類の索餌海
域となっている。

●夏 - 秋の親潮―移行領域には､ サバ類、イワシ類、イカ類など
が北上回遊し、彼らの重要な摂餌・成長海域となっている。

●秋の沿岸 ･ 河川には､ 北洋海域で成長したサケ（シロサケ）が
産卵回遊する。

●沿岸岩礁域には大型褐藻類（コンブ類など）が繁茂し、ニシン
などの重要な産卵場所となっている。また、アワビ類・ウニ類
等の有用底生生物が豊富に生息する。

●砂浜域では、アマモ場が広がる。
●道東沿岸域には、日本で唯一陸上繁殖するゼニガタアザラシが

生息し、エトピリカなど希少海鳥類も繁殖している。

（４）オホーツク海 ●カムチャッカ半島、千
島列島、サハリン、北
海道に囲まれた閉鎖性
の高い海。

●世界で最も低い緯度で
季節海氷が生成する海
域で、わが国唯一の氷
海域。サハリン東岸に
沿ってカラフト寒流が
南下している。

●対馬暖流由来の宗谷暖
流は宗谷海峡から流入
し、北海道オホーツク
海沿岸に沿って知床半
島周辺まで流れている。

●冬のオホーツク海北部
で季節海氷が形成され
る際に、低温、高塩分
で栄養塩類が豊富な海
水が沈降し、オホーツ
ク海中冷水を形成する。

●オホーツク海中冷水は、オホーツク海から北西北太平洋の中層
域に栄養塩に飛んだ水塊として拡がり、この海域の春の植物プ
ランクトンの大増殖を始めとして、豊かな生物生産を支えている。

●季節海氷の底面には付着珪藻類（アイスアルジー）が繁茂して
沈降し、底生生物群集 ( 主にろ過食者 ) の餌となっている。

●沿岸域では、流氷の漂着により、流氷由来の特有の生物相が見
られる。

●水温などの環境は親潮海域に類似しているので、生物相もよく
似ており、生物量は多いが種数は多くない。

●親潮海域同様に、オキアミ類、カイアシ類などの大型動物プラン
クトンが豊富で、これらを餌とするタラ類、カレイ類、カニ類
など水産有用種の他、海鳥類、鰭脚類、鯨類の索餌海域となっ
ている。

●春 - 初夏のオホーツク海南部は､ 東北―北海道の河川由来のサ
ケ稚・幼魚の育成海域となっている。秋の沿岸・河川には、北
洋海域で成長したサケ、カラフトマスが産卵回遊する。

●冬－春は極域の氷縁生態系に似た寒冷性海洋生物（タラ類など
の底魚類、ウミワシ類、氷上繁殖型アザラシ類）が優先するが、
夏 - 秋には暖流系表層回遊魚も来遊する。
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海域区分 地理・地形的特徴 気候・海流等の特徴 生態系・生物資源等の特徴
（５）日本海 ●対馬海峡、津軽海峡、

宗谷海峡、間宮海峡に
囲まれた深い海盆状の
閉鎖性の高い海。

●日本海の中央部には大
和堆と呼ばれる浅瀬が
ある。
遠浅で比較的傾斜の小
さい海底地形（大陸棚
の存在）。

●黒潮と東シナ海の中国
沿岸水などの混合した
対馬海流が北上してい
る。この海流は､ 朝鮮
半島東岸に沿う流れと
本州日本海沿岸に沿う
流れがあり、大陸沿岸
に沿って南下するリマ
ン海流との間に複雑な
暖水・冷水渦やフロン
トを形成する。

●表層から水深約 300m
までは対馬暖流、下層
は１℃以下の日本海固
有水が占める。この固
有水の由来は、冬の季
節風によってロシア沿
岸で沈降する低温・高
塩分水である。

●冬の季節風によって日本海は鉛直混合が生じ、中低層の栄養塩
類が表層に運ばれ、春以降の日射量の増加と水温の上昇に伴っ
て植物プランクトンが増殖する。

●対馬暖流は高温、高塩分、低栄養塩類の表層流だが､ リマン海
流との複雑なフロント海域では、親潮―黒潮移行領域と似た高
い一次生産が起きる。

●主に東シナ海を産卵場とする暖流系魚類（クロマグロ、ブリ、
アジなど）とスルメイカが対馬暖流に沿って北上し、秋以降に
は山陰－東シナ海の産卵場に南下回遊する。

●大陸棚および斜面域には、南は暖流系、北は寒流系の種が多い。
深海域にはズワイガニ類が多く生息する。

●日本海は成立してからまだ時間が短いため、一般に生物多様性
は他の海域に比べて低いが、生産量は少なくない。

●干満がほとんど無いため、干潟生態系が発達しない。
●沿岸域の底生生物相は、黒潮流域の生物相の一部。ただし対馬

暖流の影響で、暖流系種の分布は太平洋側よりも高緯度まで広
がる。
中深層性域は、日本海固有水の影響を受け、限られた種のみが
分布する。魚類では、キュウリエソ、ノロゲンゲなどが優占し、
その他にホタルイカなどが分布している。

（６）東シナ海 ● 南 西 諸 島 の 西 側 で、
200m 以浅の陸棚が 70％
を占めているが、琉球
諸島に沿った東シナ海
南東海域の陸棚斜面は
急峻で、水深 1000m 以
上に深くなっている。

●陸棚域は揚子江などの
陸水の影響を受けた厚
い砂泥堆積物で覆われ
ている。

●黒潮の上層部が、狭い
台湾東方の海峡を通っ
て東シナ海に入り、ト
カラ海峡から再び太平
洋に抜けている。

●その内側の大陸棚斜面
域の上層には、中国大
陸沿岸由来の中国冷水
と黒潮との表層混合水
が形成され、九州沿岸
に沿う半時計回りの渦
となっており、その一
部は対馬暖流として日
本海に流入している。

●中国大陸側の大陸棚 - 斜面海域は、日本海同様に、冬の季節風
による鉛直混合、春以降の日射量の増加と水温の上昇に伴って
植物プランクトンが増殖する。

●日本海の対馬暖流および北太平洋の黒潮に沿って北上回遊する
多くの浮魚類（ブリ、アジ、サバ類など）やスルメイカ冬季群
の産卵・育成場となっている。

●大陸からの大量の物質の供給により、外洋域および大陸棚域の
生物量が非常に大きい。

●沿岸域は、環境的には黒潮亜熱帯域と同等であり、生物相も違
いはない。したがって、世界でも有数の生物多様性の高い海域
である。

●熱水生態系が南西諸島周辺に多数分布している

出典：以下を参考にして作成。
藤倉克則 , 奥谷喬司 . 丸山正 編著（2008）潜水調査船が観た深海生物　深海生物研究の現在 .
環境省（1999）今後の海洋環境保全のあり方に関する懇談会中間報告書 .
日本海洋学会沿岸海洋研究部会（1985）日本全国沿岸海洋誌 .
日本海洋学会沿岸海洋研究部会（1990）続・日本全国沿岸海洋誌 .
日本の里山・里海評価－西日本クラスター，瀬戸内海グループ（2010）里山・里海：日本の社会生態学的生産ランドスケープ―瀬戸内海の経験と教訓―里海として
の瀬戸内海 .
社団法人海洋産業研究会（2002）わが国 200 海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究報告書 .
S.M. McKinnell and M.J. Dagg 編著（2004）（2010）Marine Ecosystems of the North Pacific Ocean  PICES Special Publification
Y. Sakurai（2007）An overview of the Oyashio ecosystem. Deep-Sea Research II 54: 2526-2542.
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20　2008 年の漁業センサスによれば、全国で 1,738 の組織が自主的な漁業管理を実施しているとされている。

４．地域の知恵や技術を生かした効
果的な取組

　四方を海に囲まれた我が国は、その歴史を

通じて、各地の産業や文化の形成・発展に必

要な物資や人間の輸送の場として、あるいは

我が国の食生活の重要な構成要素となってい

る水産物の確保の場として、積極的に海洋を

利用してきた。

　このような歴史的な背景から、特に沿岸域

においては、様々な主体が関係して海を利用

し、また管理してきている。こうした多様な

利用・管理主体の取組も踏まえ、効果的な海

洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用を

推進することが重要である。海洋の生物多様

性を保全しつつ持続可能なかたちで利用する

ことは、海洋を利用する者の責任でもある。

　我が国の沿岸域での漁業の歴史は極めて古

いが、江戸時代には漁具や漁法も発達し、現

行の漁業権や入漁権の原型といえる漁場を排

他的に利用する権利関係の秩序が形成され

た。沿岸の漁村集落がその地先水面を独占利

用する権利が認められ、言い換えれば、地先

水面の管理は、地域の漁業者及びその集落の

責任で行われる体制が形成されたといえる。

このような歴史的な経緯を踏まえて、我が国

では現在も、漁業資源を地域において厳しく

管理している事例が見られる。例えば、漁業

協同組合などで自主的に行う漁業管理とし

て、漁場環境の保全、魚礁の設置、禁漁区の

設置、操業水域の制限などが実施されること

が多い。20 

　海氷形成の影響を受けて特異な海洋生態

系を有するとともに、海洋と陸域の生態系

の相互関係が顕著であ

るとして世界自然遺産

に登録された知床では、

2007 年に多利用型統合

的海域管理計画を策定

し、順応的管理の考え

方のもとに漁業者の自

主規制を基本として漁

業資源の維持を図りな

がら海域の生物多様性

の保全を目指している。

　地域の人々が自主的

に行うこれらの取組は、

関係者による柔軟できめ細かな管理が期待で

きるなど、法律に基づく規制以上に生物多様

性の保全・管理を効果的に行う有効な手段と

なる場合もある。近年では、人間の暮らしと

自然の営みが密接な沿岸域において、自然生

態系と調和しつつ人手を加えることにより、

高い生産性と生物多様性の保全が図られてい

る海は「里海」として認識されるようになっ

てきており、地域で培われてきた海と人間と

の関わり方の知識、技術、体制を活かして、

適切な保全と利用を進めることが重要であ

る。

　広大で多様な主体が関係している海洋の生

物多様性を維持していくためには、多様な主

体間のより一層の連携とそのための仕組みづ

くりも欠かせない。先に挙げた知床世界遺産

地域における取組では、関連する科学委員会

や地域連絡会議などにおいて、地域住民、産

業界、有識者、行政等の多様な主体の連携の

仕組みが形成されたことも重要な点である。

　このような連携の仕組みは、長期にわたる

モニタリングの継続及びその成果に基づく沿

岸域の保全や再生、順応的な管理のためにも

重要である。

５．海洋保護区に関する考え方の整理
（１）海洋保護区とは何か
　生態系や生物多様性の保全に対する世界的

な意識の高まり、関連する科学的知見の蓄積

を背景に、海域に保護区（すなわち海洋保

護区（MPA：Marine Protected Area））を設

定することを通じて保全を推進する動きが世

界的に活発になっている。こうした動きを受

けて、生物多様性条約第 7 回締約国会議は、

長い議論の末に海洋・沿岸の保護区（Marine 

and Coastal Protected Area）について、以下

の定義を示している。

　「海洋環境の内部またはそこに接する明確

に定められた区域であって、そこにある水塊

及び関連する動植物相、歴史的及び文化的特

徴が、法律及び慣習を含む他の効果的な手段

により保護され、それによって海域又は／及

び沿岸の生物多様性が周辺よりも高いレベル

で保護されている効果を有する区域」

　また、長らくこの問題に取り組んできて

いる国際自然保護連合（IUCN）は、1980 年

代末に設けた海洋保護区の定義を見直して、

2008 年に、陸域と海域双方の保護区に適用

される定義を以下のとおり位置づけ、具体的

なガイドラインも示している。

　「生態系サービス及び文化的価値を含む自

然の長期的な保全を達成するため、法律又は

他の効果的な手段を通じて認識され、供用され

及び管理される明確に定められた地理的空間」
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表２：IUCN 保護区管理カテゴリー

保護区
Category of protected areas

主な管理目的
Areas managed mainly for

Ⅰa 厳正自然保護区
Strict nature reserve

厳格な保護／主に科学的研究
Strict protection

Ⅰb 原生自然保護区
Wilderness area

厳格な保護／主に原生自然の保護
Strict protection

Ⅱ 国立公園
National park

主に生態系の保全と保護
Ecosystem conservation and protection

Ⅲ 天然記念物
Natural monument or feature

主に特定の自然の特徴を保全
Conservation of natural features

Ⅳ 生息地／種の管理区域
Habitat ／ species management area

主に人間の管理介入を通じた保全
Conservation through active management

Ⅴ 陸上／海洋景観保護区
Protected landscape／seascape

主に陸上・海洋景観の保全及びレクリエーション
Landscape／ seascape conservation and recreation

Ⅵ 持続的資源利用保護区
Protected Area with sustainable use of natural resources

主に資源の持続可能な利用
Sustainable use of natural resources

※本表の「保護区（Protected Area）」には、陸域と海域の双方が含まれる。
出典：Dudley Ed（2008）Guidelines for Applying Protected Area Management Categories

　

もっとも、どのような海域にも一律に有効な

「海洋保護区」があるものではなく、対象と

なる海域やそこでの利用の特徴などを勘案し

て、保護区を適材適所に設定することこそが

重要である。そこで IUCN は、上記の定義に

加えて、「保護区管理カテゴリー（表２）」を

設けて、保護区の管理目的を明らかにした上

で、それらのバランスのとれた配置を求めて

いる。

　さらに、個々の保護区が全体として生物多

様性や生態系の保全を効果的に発揮していく

ために、海洋保護区のネットワークを形成させ

るべきであるという考え方も現れてきている。

　以上から、現在国際的に推奨されている海

洋保護区とは、海洋の生物多様性や生態系の

保全を主な目的として、明確な範囲を持った

特定の海域において効果的に設定される保護

区であり、またそのための措置の内容は、地

域における慣習などの法律以外の手法も含

め、目的に照らして柔軟に決定されるものと

理解することができる。また、生態系サービ

スの持続可能な利用は、生物多様性の保全と

不可分であり、生物多様性の保全に資するも

のである。このため、いずれかの生態系サー

ビスを持続可能なかたちで利用することを目

的とする場合も海洋保護区のひとつといえる。

　以上を踏まえ、本保全戦略では、今後我が

国が推進すべき海洋保護区を以下のように定

義する。ただし、この定義は今後の施策の進

捗に応じて随時見直されるものである：

「海洋生態系の健全な構造と機能を支
える生物多様性の保全および生態系
サービスの持続可能な利用を目的とし
て、利用形態を考慮し、法律又はその
他の効果的な手法により管理される明
確に特定された区域。」

（２）我が国の海洋保護区の現状と課題
　我が国では、海洋保護区に該当すると考え

られる海域の指定を、古くから多様に行って

きている。具体的には、①自然景観等の保護

を目的とする自然公園、自然海浜保全地区、

②自然環境又は生物の生息・生育場の保護を

目的とする自然環境保全地域、鳥獣保護区、

生息地等保護区、天然記念物の指定地、③水

産動植物の保護培養を目的とする保護水面、

沿岸水産資源開発区域やその他都道府県や漁

業者団体等多様な主体による様々な指定区域

等を挙げることができ、相当数の保護区が既

に存在する。

　ラムサール条約に基づく沿岸域の登録湿

地、世界遺産条約に基づく自然遺産登録物件

である知床の海域なども、海域に指定された

保護区ということができるだろう。これらの

国際的な登録に当たっては、上記のいずれか

の国内制度によって継続的な保全が担保されて

いる。

　これら既存の保護区は、それぞれの目的に

応じて保護を図る対象も明確であるが、一方、

それがために、先に見た国際的な文脈で推奨

されている海洋保護区の動向、本保全戦略の

目的とする生態系の健全な構造と機能を支え

る生物多様性を保全し、生態系サービスを持

続可能なかたちで利用する観点に照らせば、

特異な風景地や学術的な価値、あるいはある

特定の生物種等のように保護を図る対象が限

定的となっている場合もある。

　海洋基本計画（2008 年 3 月閣議決定）に

おいては、生物多様性の確保や水産資源の持

続可能な利用のための一つの手段として、生

物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、関

係府省の連携の下、我が国における海洋保護

区の設定のあり方を明確化した上で、その設

定を適切に推進する旨を明記している。本保

全戦略における海洋保護区の定義は、幅広い

要素を含んでいるが、重要な点は生物多様性

の保全および生態系サービスの持続可能な利

用を目的として明示していることである。今

後、必要な海域について保護区の設定を推進

していく際には、本定義の目的に示された生

物多様性と生態系サービスの観点から、既存

の制度を適切に活用した拡充やそれらの制度

の効果的な組み合わせと連携による効率的な

海洋保護区のあり方を考えるべきである。ま

た、既存の保護区においても、現状を点検し、

管理計画等の改定を行ったり、必要に応じて

規制の強化を図ったりし、劣化した自然の再

生の取組や、先に述べた里海の取組を行うこ

となどにより、管理を充実させていくことも

重要である。同時に、海洋に関する知見の充

実や社会的状況の変化等も踏まえ、適切な対

策や制度について継続的に検討を行っていく

必要がある。

　なお、海洋の生態系は陸域と比べて生物の

移動等の変化が激しいことから、空間的な保

護区の設定とともに、時間的な要素を加味し、

規制や管理を季節や期間によって変えるなど

の管理の柔軟性も重要である。
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第５章　海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の施策の展開
　本章では、今後重点的に取り組むべき海洋の生物多様性保全及び持続可能な利用のための施策を展開する方向性について
記述する。なお、本章の施策は、特段の言及がない場合は、我が国の管轄権内の海域までを対象としている。

１．情報基盤の整備
（１）科学的な情報及び知見の充実
　海洋の生物多様性の保全と持続可能な利用

に関する施策を効果的に実施していくために

は、海洋の生物多様性の現状を適切に評価し、

将来生じることが予想される問題を把握する

ことが重要である。また、このような評価を

継続的に行うためには、その基礎としての海

洋環境の変化を恒常的に観測し、生物多様性

に関する科学的データを充実させていく必要

がある。さらに観測によって得られたデータ

から、分類学や生態学の基礎的な研究が充実

し、海洋の生態系に関する科学的知見が蓄積

されることも重要である。また、このような

科学的知見は広く国内の関係者全てに共有さ

れ、その知見をもとに社会的な選択として自

然資源の管理と利用の方向性が決められるこ

とが望まれる。このような科学的認識と順応

的管理は、生物資源等の総合的な管理のため

の戦略として生物多様性条約締約国会議で合

意されたエコシステムアプローチの基礎とも

なっている。国際的にも、こうした科学的知

見が共有され、政策決定に活用されることは

重要である。

　海洋基本計画においては、各政府機関等が

それぞれの行政目的に応じた海洋調査を実施

していることを踏まえ、各海洋調査の着実か

つ効率的な実施、各情報の一元的な管理・提

供等を図っていくこととしている。また、管

理・提供の体制の整備に当たっては、国際海

洋データ・情報交換システム（IODE）の我

が国の窓口を担っている日本海洋データセン

ター（JODC）等による既存の取組を最大限

生かすこととしている。これらを踏まえ、関

係省庁及び研究機関等は、それぞれの実施す

る海洋調査についての情報共有に取り組むと

ともに、や海洋情報クリアリングハウスの利

用を促進するために登録情報の充実を図って

いる。

　国際的な科学的な連携としては、北太平洋

海域の海洋科学研究の促進及び関連情報整備

の促進等を目的とした北太平洋の海洋科学

に関する機関（PICES）のための条約（1992

年３月発効）に、現在、日本、米国、カナダ、

中国、韓国及びロシアが加入しており、当該

機関における専門家による科学的情報の収集

と交換の促進が図られている。

　生物多様性に関する国内の科学的データの

充実に関して、独立行政法人水産総合研究セ

ンターや都道府県が我が国周辺水域において

綿密な海洋観測・漁業資源調査を行っており、

特に主要漁獲対象種（52 魚種、84 系群）に

ついては資源評価の結果を毎年公表するなど
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知見は充実している。そのほか、環境省が長

年進めてきた自然環境保全基礎調査や主な生

態系タイプ毎の動向を継続的に把握するため

のモニタリングサイト 1000 などの各種調査

の実施により、藻場・干潟・サンゴ礁、ウミ

ガメ類、海鳥などに関して一定のデータが集

積されてきている。そして、海域自然環境情

報に関する既存データの提供にも取り組んで

いるところである。

　海洋生物情報については、独立行政法人海

洋研究開発機構（JAMSTEC）が海洋生物の

多様性や出現情報を扱う世界最大規模のデー

タベースである海洋生物地理情報システム

（OBIS）の日本拠点としてデータベースの構

築を進めている。

　一方で、海洋生物や生態系に関する情報の

多くは地方公共団体や水産試験場などの研究

機関等に蓄積されている。これらの地域レベ

ルの情報の蓄積も引き続き重要であるととも

に、それら様々な情報のうち海洋の生物多様

性の保全及び持続可能な利用の観点から、国

レベルで把握すべき情報を、どのように効果

的に収集し共有・活用するのかを検討する必

要がある。その上で関係省庁や地方公共団体、

研究者、市民団体等の協力を得つつ、必要な

情報収集に努める。

　

なお、海域の生物種に関する情報は陸域に比

べて限定的であるが、これまでに蓄積されて

きた海洋生物の情報を活用し、海洋の希少な

生物の情報の整備を図ることも必要である。

このため、関係機関と連携しながら、海洋生

物の希少性等の評価の方法や評価可能な対象

種を検討するなどの取組を進める。

　また、外洋域の生態系に関して、前章で述

べた海域の区分を踏まえ、その仕組みとその

変動のより体系的な把握に努めるなど、政策

に必要な調査や研究の推進を図っていく。な

お、多様な生物や生態系の機能、生物とそれ

を取り巻く環境との相互関係、生物の多様性

と進化等を明らかにしていく研究を推進する

ためには、特に情報の少ない中層より深い海、

海底の熱水域、深海底や海底地殻内等で生物

の探索や特徴的な生態系に関する知見を充実

させることも重要である。さらに、人為的な

音が海洋生物に与える影響など、影響の度合

が明らかではない影響要因についての研究も

重要である。

　海洋の生物多様性に関して必要な保全等の

施策を講じ、その施策の効果を確認して順応

的な対応を執るためには、海洋の生態系等の

変化を捉える必要があり、モニタリングの推

進が不可欠である。このため、引き続きモニ

タリングサイト 1000 など各種調査の実施に

より、継続的に藻場、干潟、サンゴ礁など浅

海域生態系の生物相に関する自然環境データ

の充実に努めるとともに、ウミガメ類、海鳥、

海棲哺乳類などの生息状況などの情報の収集

整備を図る。また、海洋環境の汚染状況につ

いても評価を行うため、海洋環境モニタリン

グを継続的に行っていく。

　さらに、これまで継続的には把握されてい

ない情報であっても、今後、海洋の生物多様

性の変化を知るために重要なものについて

は、そのモニタリングの手法を検討し、情報

の蓄積に努める。なお、広大な海域のモニタ

リングを効果的かつ効率的に行うため、政府

機関に加えて、地方公共団体や漁業者、地域

住民、NGO 等の多様な主体の有効な協力の

あり方も検討する。

（２）生物多様性の保全上重要度の高い海
域の抽出

　特に生物多様性の保全上重要度の高い海域

については、影響要因を踏まえ、保護が必要

な場合には予防的視点からの効果的な保全を

図っていく必要がある。そのため、まず我が

国の周辺海域における生物多様性の保全上重

要度の高い海域を明らかにすることが重要で

ある。

　このため、生物多様性条約第９回締約国会

議（CBD-COP9）の決定文書で示された「保

護を必要とする生態学的及び生物学的に重要

な海域特定のための科学的基準」や国連食糧

農業機関（FAO）による「脆弱な海洋生態系

（Vulnerable Marine Ecosystem）」の考え方な

どを踏まえ、生物多様性の機能を維持する観

点から重要度の高い海域を抽出する。

　その際、現在の科学的知見を最大限に活用

し、前述したような我が国周辺の生態的区分

や海域の区分とその特徴も踏まえ、それぞれ

の海域に特徴的な生態系等が漏れのないよう

に抽出するよう努める。なお、海洋の生物や

生態系については不明なことが多く、重要度

の高い海域を網羅的に抽出することは困難な

点にも留意し、将来的には､ 海洋の生物多

様性に関する科学的知見の今後の充実を踏ま

え、必要に応じ抽出される海域を点検するこ

とも重要である。

　抽出に当たっては､ 多くの海洋生物は特

定あるいは複数の生態系や生息・生育場に依

存しているため、それらの生態系等に着目し、

抽出することが有効である。また、指標性の

高い生物種の活用も検討する。既に述べたと

おり、特に陸側も含む沿岸・浅海域は陸域か

らのエコトーン（遷移帯）として複雑な生態

系を形成しており、砂浜、藻場、干潟、サン

ゴ礁などは産卵場所や稚仔の生息場所として

重要である。また、抽出にあたっては、陸域
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と沿岸・浅海域との相互の連続性についても

考慮されるべきである。

　外洋域においては、海山などの周囲より浅

い海域は、生物の生息・生育場として重要で

ある。深い海では、生息状況についてはよく

わかっていないことが多いものの、熱水噴出

孔や冷水湧出域の化学合成生態系、冷水性サ

ンゴ群集、深海カイメン群集、深海コケムシ

群集など特異な生態系が形成されている場所

がある。また、水塊に関しては、海流と海流

がぶつかる移行領域や下層の海流が上昇して

くる湧昇流において豊富なプランクトンが発

生し、魚類や海鳥の重要な餌場となっている。

ただし、地球規模の気候変化に連動して海流

の流路や強さが変化するため、このような移

行領域等の大きさや位置も変化し、海域とし

て把握することが困難な場合もありうる。し

かし、その機能を認識することは重要である。

２．海洋生物多様性への影響要因の
解明とその軽減政策の遂行

　海洋の生物多様性の保全を適切に進めてい

くためには、対象となる問題の原因と、保全

のための取組を行うべき関係者を特定し、関

係者間における連携を図りつつ、問題解決に

ふさわしい手法と手順とを見出し、それらを

実現する施策を講じていく必要がある。

（１）開発と保全との両立
　開発事業の実施にあたっては、「環境影響

評価法（1997 年６月成立）」などに基づき、

開発後に生じる影響も含め、予め環境への影

響について調査・予測・評価を行い、その結

果に基づき、環境の保全について適切に配慮

する必要がある。また、生物多様性基本法の

規定にも示されているように、個別事業の実

施に先立つ上位計画や政策の策定などの早い

段階から生態系への考慮がなされることも重

要である。

　近年では、航路整備に伴って発生する浚渫

土砂を有効活用した干潟等の再生・創造や青

潮の発生要因となる海底窪地の修復などの海

域環境改善、魚道や生物の生息・生育環境を

整備・改善することによる河川の上下流の連

続性の確保、砂防えん堤の透過化の推進等に

よる土砂管理、砂浜など海岸環境の保全・回

復、発電所等の温排水拡散範囲の低減策など、

環境と開発の両立のための様々な取組が行わ

れており、これらにより蓄積された技術の活

用は引き続き必要である。さらに今後、浄化

能力など自然が有する機能を効果的に活用す

ることも含め、新たな技術を開発していくこ

とも重要である。

　また、今後想定される海底資源の開発、波

力や潮力等の自然エネルギーの活用など新し

い開発や利用に際しては、環境に与える影響

を事前に評価し影響をできる限り低減する技

術の開発と適切な計画づくりが求められる。

生物多様性の保全上重要で、かつ保護が必要

な海域においては、保護区の設定等により事

前に規制をかけることや、損なわれた生態系

を回復させる自然再生の取組を推進すること

も有効である。 

（２）生態系の質的劣化をもたらす海洋環
境の汚染負荷の軽減

１）陸域活動起源の負荷

　沿岸海域を含む公共用水域等の汚濁の防止

を図るため、「水質汚濁防止法（1970 年 12

月成立）」に基づき、特定事業場を対象とし

た排水基準や指定水域における総量削減、生

活排水対策などが規定されている。加えて、

地方公共団体では、条例等の制定により地域

の実態に即した排水基準の上乗せ・横出し等

を行い、対策を促す大きな推進力となってき

た。また、生活排水や産業廃水の適切な処理

を行うため、下水道や浄化槽等の汚水処理施

設の整備が進められている。

　生物多様性の観点からは、環境基本法に基

づき定められる環境基準のうち、生活環境（人

の生活に密接な関係のある動植物及びその生

育環境を含む。）のひとつである水生生物を

保全するうえで維持することが望ましい目標

として「水生生物の保全に係る水質環境基準」

も示されているところである。今後、水質環

境基準においても、良好な水質又は水質汚濁

の状況を示すだけでなく、「生物にとっての

すみやすさ」、「水生生物の多様性」などの目

標の視点を含めた指標の導入について検討し

ていく。

　また、流入する汚濁負荷量の削減だけでは

なく、浄化能力の高い干潟の保全・再生など

の施策にも取り組んでいく。

　なお、化学物質については、「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律（化学物

質審査規制法；昭和 48 年 10 月成立）」など 

において、生態系への影響を考慮する観点の

制度が導入されている。今後、生態系に対す

る影響の適切な調査・評価と化学物質の管理

を視野に入れた包括的な化学物質対策を推進

していくことが重要であり、科学的知見の充実

や情報の収集に努めるとともに、リスク評価の

結果を踏まえて必要な規制を実施していく。

２）海洋利用活動起源の負荷

　海洋汚染の防止については「1972 年の廃

棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止

に関する条約の 1996 年の議定書（ロンドン

条約議定書）」及び「1973 年の船舶による汚

染の防止のための国際条約に関する 1978 年

の議定書（MARPOL73/78 条約）」、「1990 年

の油による汚染に係る準備、対応及び協力に

関する国際条約（OPRC 条約）」等を国内法

制化した「海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律（海洋汚染防止法、1970 年 12 月

写真提供：愛知県水産課
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成立）」に基づき、船舶からの油、有害化学

物質及び廃棄物の排出並びに廃棄物の海洋

投棄等について規制が行われている。また、

OPRC 条約等を国内担保するため策定された

「油等汚染事件への準備及び対応のための国

家的な緊急時計画（油汚染国家緊急時計画）」

に基づき、汚染事故に対する準備・対応体制

の整備や、汚染事故により環境上著しい影響

を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込ん

だ情報図（脆弱沿岸海域図）の作成、更新等

が行われている。また、トリブチルスズ（TBT）

等の有機スズ化合物を含む船舶用船底塗料の

海洋生物への悪影響については、我が国等

の主導により、国際海事機関（IMO）におい

てこれらの塗料の世界的な使用規制の必要

性が認識された。「船舶の有害な防汚方法の

規制に関する国際条約（AFS 条約）」は 2001

年に採択され、2008 年発効した。我が国は、

本条約に基づき、我が国に入港する全ての外

国船舶の条約に適合しない塗料の使用を禁止

している。さらに、国内において、有機スズ

化合物の製造・使用等についても化学物質審

査規制法によって規制を行っている。これら

の条約や法律に基づき、今後も適切な規制を

行っていく。

　また、操作が容易ではない深海での開発を

行う際には、事故が起こった場合の汚染対策

も極めて重要であり、事前の手法確立が必要

であろう。

（３）適切な漁業資源管理
　漁業資源の適切な保存や管理に関する措置

としては、「水産基本法（2001 年６月成立）」、

「漁業法（1949 年 12 月成立）」、「水産資源保

護法（1951 年 12 月成立）」及び「海洋生物

資源の保存及び管理に関する法律（1996 年

６月成立）」等の下に、漁具・漁法等の制限

や規制区域・期間の設定、主要な魚種に対す

る漁獲可能量（TAC）等が設定されているほ

か、漁業者による自主的保存管理措置の導入

等による様々な規制や管理がなされている。

特に、関係漁業者による自主的合意に基づく

取組については、緊急に資源の回復を図るこ

とが必要な魚種を対象に、漁獲努力量の削

減、漁場環境の保全、資源の積極的培養等の

包括的な取組を行う資源回復計画が実施され

る等、水産資源の持続可能な利用を目的とし

た様々な保存管理措置が全国的に実施されて

おり（これらの一部は海洋保護区に該当する

と考えられる）、今後もその展開が推進され

ることが重要である。また、資源の維持・回

復と持続可能な利用を図るため、積極的な種

苗放流や魚礁・増殖場の整備がなされている

漁業対象種も多い。遺伝的多様性や対象種以

外の種等にも配慮した上で、これらの資源管

理を複合的に進め、資源の回復を目指してい

く必要がある。炭素や窒素などの安定的物質

循環を可能とするための魚類・貝類養殖と藻

類等の養殖を組み合わせた養殖技術の確立も

有効である。なお、持続可能な漁業と海洋の

野生生物の保全との両立のためには、科学的

知見に基づいた順応的管理を推進し、漁業被

害の軽減と生物の個体群維持を図ることが重

要である。

　沿岸域では、藻場、干潟、サンゴ礁、砂堆

などの生態系の減少や質的な劣化により、漁

業資源を生み出す環境容量そのものが小さく

なっていることが問題となっており、持続可

能な漁業生産を実現するためにも、藻場・干

潟を含む漁場環境の保全・再生・創造を図る

必要がある。漁業者の減少・高齢化による漁

業の生産構造の脆弱化は、沿岸の環境管理の

活動を後退させる側面もあり、特に地理的に

条件が不利な離島や半島などの地域における

漁業の再生は重要な課題の一つである。

　また、外洋域さらには公海についても、関

係国による地域漁業管理機関などの枠組みを

通じて科学的根拠に基づき漁業資源の適切な

保全と持続可能な利用を図っていくことが重

要である。

（４）生態系の攪
かくらん

乱を引き起こす外来種の
駆除と抑制

　国外由来の外来種の対策として、2004 年

に「特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律（外来生物法）」が成立し、

法の対象となる特定外来生物の輸入などの規

制や防除などを進めている。また、海外から

持ち込まれ野外でも確認され「要注意外来生

物」として選定されている食用貝類等を含め

た種については、外来生物被害予防三原則に

基づく適切な取扱いについて、理解と協力を

広く呼びかけている。さらに、在来生物であっ

ても、例えば本来の生息地以外の場所に放流

すれば、外来生物と同様に生態系等に影響を

及ぼす可能性が考えられるため、水産資源の

増殖においては、放流計画の策定、種苗の生

産、放流などにあたって、遺伝的多様性への

影響や系群への影響などに配慮することが重

要であり、慎重な対応が求められる。生物の

放流や移植について、既存の各種ガイドライ

ンの普及等も有効である。

　船舶バラスト水を通じて移動する外来種に

よる海洋生態系の攪
かくらん

乱などの防止について

は、2004 年に国際海事機関（IMO）におい

て「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び

管理のための国際条約（バラスト水管理条

約）」が採択された。同条約の発効に向けた

写真提供：NPO法人サスティナブル・コミュニティ研究所
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議論に我が国も積極的に参加しているところ

であり、国内担保のための検討を進めていく。

また、船体付着による外来種の導入の問題に

関しても、引き続き、最小化に向けた国際的

議論に積極的に参加していく。

（５）気候変動に対する対策と適応
　地球温暖化に伴う海水温の上昇、海水面上

昇や海流の変化、海洋酸性化や地球温暖化対

策として試みられる地球環境の意図的な操作

（Geo-engineering）等が生態系や生物資源に

与える影響については、まだ不明な点が多く、

そのメカニズムの解明など国際的な研究開発

の推進が急がれる。

　また、何より気候変動枠組条約などの国際

的枠組において、世界各国が協力して温室効

果ガスの削減（地球温暖化の緩和策）に向け

た取組を推進していくことが重要である。た

だし、緩和策の実施に当たっては、生態系や

生物資源に与え得る影響について考慮する必

要がある。

　さらに、地球温暖化の緩和策に加えて、地

球温暖化により予測される影響への適応も考

える必要がある。サンゴ礁などの沿岸や島嶼

の生態系は、気候変動に対する脆弱性が高い

と言われているため、環境の変化に対する回

復力の向上を考慮して、特に重要な海域を選

定した上で、その他の人為的圧力を軽減する

など、効果的かつ順応的な保全管理を推進し

ていくことが重要である。

３．海域の特性を踏まえた対策の推進
（１）沿岸域
　人間活動と最も密接な関わりを持つ沿岸域

は、従来から保全施策を講ずる主要な対象

だった。今後もその重要性は変わることなく、

より一層の施策の充実が必要であろう。複数

の影響要因の関連性に配慮し、国、地方公共

団体、企業、漁業者、住民、研究機関、学識

経験者等の多様な関係者の連携を図ることが

重要である。また、沿岸域は河川等を通じた

陸域との関連が強く、特に河口域には汽水域

が形成され特異な生態系が見られる。そのた

め、流域全体に視野を広げて、一体的な保全

を行うことが重要である。

　我が国の沿岸域では、古来より採貝・採藻

などの漁業活動を行ってきた歴史があり、現

在でも漁業の営みは人間が海洋から豊かな自

然の恵み（生態系サービス）を得る大切な生

業である。安定した漁業生産には豊かな生態

系がその漁業資源を持続的に生産できること

が必要であり、このため、それぞれの地域の

生態系の保全と生物資源の持続可能な利用を

両立するための総合的な管理が重要である。

また、海岸も含めた沿岸域・浅海域でのレク

リエーション利用についても、適切な利用の

ためのルール作りなどが重要である。

　陸域とのつながりに関しては、防災上の観

点からのみ行う河川に対する人工的な対策

は、安全性を向上させる一方で、その方法に

よっては沿岸生態系への栄養塩類や土砂の供

給が減少することで、干潟や砂浜を減少させ

る場合があるため、河川域における施策の下

流域への配慮が重要である。藻場、干潟、サ

ンゴ礁などの浅海域の湿地は、規模にかかわ

らず貝類や甲殻類の幼生、仔稚魚などが移動

分散する際に重要な役割を果たしている場合

があり、科学的知見を踏まえ、このような湿

地間の相互のつながりの仕組みや関係性を認

識し、残された藻場、干潟やサンゴ礁の保全、

相互のつながりを補強する生物の住み場所の

再生・修復・創造を図っていくことが必要で

ある。また、化学物質による汚染状況などに

ついての現状把握や開発された水域における

生物生息・生育状況の確認を行うとともに、

生態系を代表する生物の主要な化学物質に対

する耐性の閾値の把握、過去に失われた生息・

生育場としての機能を補うための再生・修復・

創造の取組を行うことも重要である。

　漂流・漂着ごみについては、各種調査を通

じ、被害が著しい地域の実態把握や全国的な

状況の把握、発生原因の究明、地域の実情に

応じた回収・処理方法や今後の対策の在り方

等の検討を行ってきている。また、平成 21 

年７月に成立した「美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好な景観及び環境

の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に

関する法律（海岸漂着物処理推進法）」に基

づき、各主体で連携して海岸漂着物対策を総

合的かつ効果的に推進しているところであ

り、今後も、これまでに得た知見等を活用し

ながら、関係主体と連携しつつ海岸漂着物等

の円滑な処理とその効果的な発生抑制を図る

ために必要な対策を講じていく。

　閉鎖性海域は、一般的にその物理的な形状

から外海との海水交換が悪いために汚染物質

が溜まりやすく、かつ一旦汚染されると回復

に長時間を要するという特性を有している。

閉鎖性海域では、港湾、漁港、漁場・養殖場、

工業用水の取水、海水浴場等人間活動の利用

が集中することが多く、また、特に太平洋側

では、背後地に人口、産業等が集中している

場合もある。これまで水質汚濁防止法や瀬戸

内海環境保全特別措置法等に基づき、水質総

写真提供：水辺に遊ぶ会MUSEUM
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開 21　戦略計画 2011-2020（愛知目標）の目標 11：2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％、特に、生物多様性と生態系サービ

スに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じ
て保全され、また、より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。

量削減や富栄養化対策等が重点的に講じられ

てきた海域であり、現在、著しい汚濁は改善

されている。しかしながら近年の海域の環境

基準達成率は 70 ～ 80％程度で横ばいの状況

であり、海域によっては貧酸素水塊などが発

生し、水利用や水生生物などの生息・生育に

障害が生じるとともに、干潟・藻場の喪失に

より生物生息環境が悪化し、漁業資源を含む

生態系の劣化が進んでいるところもある。そ

のため、自然生態系と調和しつつ人手を加え

ることにより高い生産性と生物多様性の保全

が図られる里海の概念や地域における円滑な

物質循環の考え方も取り入れた汚濁負荷源の

総合的な管理、水域の利用に関する調整が重

要である。

（２）外洋域
　外洋域の船舶航行、廃棄物海洋投入処分、

沖合漁業及び資源・エネルギー開発等の利用

活動については、生物多様性の保全上重要な

海域の保全を図ることを踏まえた上で、適切

な管理と環境配慮が重要である。船舶等から

の廃棄物の排出規制や漁業等は国際的な枠組

で対応している部分が多く、関係諸国や国際

機関との連携も重要となる。

　特に、陸域からの影響を強く受ける日本海

及び東シナ海は、我が国にとって重要な漁

業資源の供給の場である一方、各国からの

海ごみ、汚濁等の負荷が集中しているため、

近隣諸国との連携・協力が重要である。地

域的協力の具体的な枠組としては、国連環

境計画（UNEP）の「北西太平洋地域海行動

計画」（NOWPAP）や国連開発計画（UNDP）

の「東アジア海域環境管理パートナーシップ」

（PEMSEA）等が挙げられる。このような協

力の枠組は国境を越える海洋環境の保全及び

持続可能な利用のための関係国の協調した取

組を目指すものとして重要である。

４．海洋保護区の充実とネットワーク
化の推進

　海洋保護区は、海洋の生物多様性と生態系

サービスを確保する上で重要な海域について

予防的視点から何らかの規制や管理措置を講

ずるもので、有効な保全施策のうちの一つで

あるといえる。

　CBD-COP10 で決定された戦略計画 2011-

2020（愛知目標）の目標 1121 では、沿岸・

海洋域について、2020 年までに少なくとも

10％、保護地域システムやその他の効果的な

地域をベースとする手段を通じて保全される

ことが示されている。当該目標を達成するた

めにも、前述の考え方に基づき重要度の高い

海域を把握した上で、保護・管理の必要性と

目的を勘案し、海洋保護区を適切に配置する

ことが重要である。その際、十分な情報提供

と協議によって様々な利害関係者の理解を深

め、関係者連携のもと目的に応じた適切な制

度及び主体により海洋保護区の設定及び管理

がなされることが重要である。

　なお、国際的な目標を踏まえ、生物多様性

保全上重要度の高い海域とそれらの海域の保

護・管理の必要性を明らかにしつつ、必要に

応じて我が国の数値目標の設定を検討するこ

とも重要である。

（１）設定の推進と管理の充実
　海域の生物及び生態系、あるいはそれに関

連する生態系サービスを維持するための区域

設定と規制・管理は、我が国では、それぞれ

の具体的な目的に応じこれまでも様々な施策

が講じられており、まずこれらを海洋保護区

の具体的な形態として把握し、生物多様性の

観点からより適切に活用することが重要であ

る。その際、IUCN の保護区管理カテゴリー

に示されているように、対象とする海域の生

態系や利用の状況等を踏まえ、それぞれの管

理目的にあわせた保護区の制度を適切に活用

することが重要である。また、対象区域を適

切にゾーニングし、生物多様性の保全と持続

可能な利用を効果的に図っていくことも有効

である。

　陸側を含む沿岸・浅海域の砂浜・汽水域・

藻場・干潟・サンゴ礁等の生態系は、多様な

生物の産卵・成育の場、豊かな漁業資源の生

産の場、水質の浄化、自然とのふれあいの場

など様々な重要な機能を有しており、生物多

様性の保全のため重要な地域であるが人為的

圧力も高いため、海洋保護区による予防的な

保全は特に有効である。

　現在、藻場、サンゴ礁の４～５割程度が国

立・国定公園を主とした保護区に指定されて

いるが、そのほとんどは規制の緩やかな「国

立・国定公園の普通地域」となっている。ま

た、干潟のうち保護区に指定されているもの

は１割程度にとどまる。このため、保護区の

拡大を図るとともに、既存の保護区について

は区域内のゾーニングを見直し、必要に応じ

より規制の強い区域の設定を図る。このこと

を踏まえ、2009 年に自然公園法及び自然環

境保全法の改正を行い、それぞれ海域公園地

区制度及び海域特別地区制度を創設したとこ

ろであり、今後、重要な海域等を踏まえ、海

域における国立・国定公園、自然環境保全地

域等の指定・再配置や海域公園地区、海域特

別地区等の積極的な指定に努める。特に、国

立公園の海域公園地区については、2012 年
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22　UNEP/CBD/COP/DEC/IX/20　Annex Ⅱ
23　UNEP/CBD/COP/DEC/ VII/28
24　生物多様性基本法では、「国民及び民間の団体の責務」（第７条）としている。

度末までに 2009 年の 2,359ha から約 4,700ha

に倍増することを目標とする。

　また、漁業資源の持続可能な利用のための

区域設定にあたっては、利用と保全の調和を

図るため、対象種の生活史を踏まえきめ細か

なゾーニングを行うことが重要である。その

際、学識経験者による科学的な助言等ととも

に、地域で培われてきた海と人間との関わり

方の知識、技術、体制を活用することが重要

である。

　あわせて、海洋保護区を指定するだけでは

問題の解決にはならず、その中でとられる措

置の効果的な実施の確保が重要である。どの

海洋保護区においても、順応的管理のための

継続的なモニタリングとその検証を踏まえた

政策の見直しは極めて重要であり、そのため

の体制を整備する必要がある。また、監視体

制も点検し、適切なあり方を検討していくこ

とが重要である。

　また、効果的な管理のためには、関係行政

機関や地域住民、漁業やレクリエーションな

どでその地域を利用する者、その海域に影響

を与える可能性のある陸上での活動を行う者

等の様々な関係者の連携と協力も重要であ

る。そうした連携の中で、自然再生や里海と

しての管理等の取組を推進していくことも有

効である。

　様々な関係者の連携の下に生物多様性の保

全と持続可能な利用を図っていくためには、

管理方針や方法を共有するための管理計画が

作成され、順応的管理を遂行及び監視するた

めの地域関係者の連携体制や科学的な検討を

公開で行う体制など、それぞれの地域にあわ

せた連携体制を整備することが望ましい。こ

のことから、特に国立公園の海域公園地区で

は、関係者が連携するための協議会等の場の

設定を推進する。

　さらに、海洋保護区の設定と管理とを充実

させることとあわせて、生物多様性の観点か

ら、これらの海洋保護区の効果を評価するた

めの基準及び手法を検討することも順応的管

理のために重要であり、研究を推進する必要

がある。

（２）ネットワーク化の推進
　2002 年の持続可能な開発に関する世界首

脳会議（WSSD）では「代表的な海洋保護区

ネットワークを 2012 年までに構築する」こ

とを含むヨハネスブルク行動計画が採択され

たが、CBD-COP10 で採択された「海洋及び

沿岸の生物多様性」に関する決定では、その

行動計画の達成に向けてはより一層の努力が

必要であることが指摘されている。また、戦

略計画 2011-2020（愛知目標）の目標 11 で

も、「生態学的に代表的な良く連結された保

護地域システム」などによる沿岸及び海域の

10％の保全が求められている。

　IUCN では、「海洋保護区ネットワーク」を

「単独の保護区ではなし得ない生態学的目的

をより効果的かつ総合的に達成するため、多

様な空間スケールと保護レベルの海洋保護

区を協調的かつ相乗的に連携させた個々の

集合のこと」と説明している。また、CBD-

COP9 では、そのような代表的な海洋保護区

ネットワークを構築するための科学的指針が

付属書 22 として採択され、ネットワークに

必要な特性及び構成要素として、生態学的及

び生物学的に重要な地域、代表性、連結性、

反復される生態学的特性、適切かつ存続可能

なサイト、の５つが指摘されている。

　我が国では、既に述べたとおり、海洋保護

区の設定にあたっては、広域的な視点から、

既存の制度を適切に活用し、目的や守るべき

対象にあう海洋保護区を連携させて効果的に

配置することを主体に、効果的な生態的ネッ

トワークのシステム構築を考えるべきである。

　例えば、特定の海域において、様々な管理

目的による保護区を組み合わせ、一つの管理

計画若しくは十分に調和された複数の管理計

画によってこれらの保護区を連携させること

は、ネットワークの形態の一つといえる。知

床世界自然遺産地域においては、その海域に

おける海洋生態系の保全を担保するため国立

公園の区域を拡大すると共に、海洋生態系の

保全と持続的な漁業資源利用による安定的な

漁業の営みとの両立を図るため、管理計画の

中に地域の漁業者・漁業者団体による禁漁区

の設定などの資源管理の取組を位置づけてい

る。漁業権制度等によって管理主体が明確な

我が国においては、このような漁業者等の自

主的な取組が有効であり、生態学的又は生物

学的な連続性などに関する科学的な知見を踏

まえた生物多様性の保全の取組と連携して取

り組まれることが大切である。

　さらに、より大きな空間スケールにおいて

も、適切な制度を活用した海洋保護区の効果

的配置が重要であり、重要海域の抽出ととも

に、既存の保護区の分布状況を把握した上で、

そのネットワークのあり方を検討し形成して

いく。例えば、渡り鳥については、その移動

経路を踏まえて利用される複数の生息地が適

切に保全されることが重要であり、保護区の写真提供：神奈川県水産技術センター
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ネットワークの視点が必要である。また、こ

れらの施策の展開とあわせて、生態系の健全

な構造と機能を支える生物多様性を保全し、

生態系サービスを継続可能な形で利用する観

点からの海洋保護区のあり方を継続的に検証

し、必要な場合には、既存の制度の改正や新

たな制度の設定も検討する。

　一方、保護区のネットワークには、地域や

国内の保護地域システムを支援するための、

知見や経験、科学技術的協力、能力育成や協

働などといった社会的な連携の側面があるこ

とが、2004 年に策定された生物多様性条約

の「保護地域作業計画（PoWPA: Program of 

Work on Protected Areas）23 で指摘されてい

る。このため、行政・民間を問わず、様々な

レベルで保護区を管理するための連携体制が

形成され、維持されることも重要である。

　国際的には、このような社会的な連携の観

点から、国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI: 

International Coral Reef Initiative）や東アジ

ア・オーストラリア地域フライウェイ・パー

トナーシップ、二国間渡り鳥条約・協定、ラ

ムサール条約などの枠組も活用し、東アジア

地域サンゴ礁保護区ネットワーク戦略に基づ

くサンゴ礁の保全、藻場や干潟などの湿地、

渡り鳥の保全などの分野でリーダーシップを

発揮する。

５．社会的な理解及び多様な主体の参
加の促進

　生物多様性基本法及び海洋基本法では、そ

れぞれ国の責務の他に、地方公共団体、事業

者及び国民 24 の責務について規定している。

具体的には、地方公共団体はその管轄する区

域の自然的社会的条件に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有し、国民は、海洋

の恵みや生物の多様性の重要性を認識すると

ともに、生物多様性の保全及び持続可能な利

用に努めることとされている。これらの多様

な主体がそれぞれの責務に応じて、生物多様

性の保全と持続可能な利用に取り組む必要が

ある。

　生物多様性の保全と持続可能な利用の重要

性を社会に浸透させ、様々な主体の自主的な

行動を促すためには、普及広報、環境教育等

の積極的な推進が必要である。その際、単純

な知識の伝達にとどまらず、自然を体感する

ことも重要であり、国民が自ら体験し、保全

の取組に参画する機会づくりが必要である。

海洋の生物多様性に関しても、現状とそれが

有する様々な価値、保全の必要性等について、

学識経験者、漁業者、教育関係者、NGO、

海運事業者等の海洋に関する知識や経験を有

する関係者の協力を得つつ、科学的情報や知

見、保全活動の参考となる事例等を発信し、

国民に対する普及広報及び体験の提供に努め

る。前述の生物多様性の保全上重要度の高い

海域や、希少な海洋生物の種等に関する情報

を整備することは、海洋の生物多様性の重要

性が社会的に広く認識されるためにも有効で

ある。

　また、様々な関係者が相互に連携を図りつ

つ、主体的に保全や持続可能な利用に取り組

むことが重要である。例えば、学識経験者、

地域の自然に詳しい NGO などが中核となり、

地域において生物多様性の保全に関する活動

を行っている人々が参加する市民調査などの

取組が様々行なわれており、それらの取組の

促進は重要である。また、その結果を広く公

表し活用することが生物多様性に関する理解

を更に促進することにもつながる。このため、

このような地域が主体的に行っている生物多

様性の保全に資する活動が継続又は拡充され

るよう、「地域における多様な主体の連携に

よる生物の多様性の保全のための活動の促進

等に関する法律（生物多様性保全活動促進法、

2010 年 12 月成立）」に基づく支援センター

の設置を促進するなどにより支援に努める。

また、漁業者は海や海の生物に関する豊富な

知識や経験を有し、それらの知恵を踏まえ、

水産資源の激減や環境悪化を防止するために

現時点での利用を控えるなど、中長期的な視

点で資源管理を行ってきた。海洋の生物多様

性の保全及び持続可能な利用についてこのよ

うな漁業者の伝統的知識と経験を尊重しつつ

関係者すべての理解を高め、協調していく仕

組みづくりも重要である。海洋保護区の管理

の充実やネットワーク形成に向けても、地域

の協議会等の場の整備などを通じて関係する

様々な主体の協働と連携の推進を図る。

　さらに、行政のみならず、企業や国民がそ

の社会的な活動の中で、生物多様性の保全と

持続可能な利用の取組を内在化したり、これ

らの主体が連携して活動することができるよ

うな仕組みづくりが重要である。環境に配慮

した商品に対する認証制度等は経済的な仕組

みを活用した効果的な一つの手法である。農

林水産業においては、生物の生息・生育等に

配慮した方法で生産された農産物等について

付加価値をつける取組が始まっている。例

えば、水産資源に関しては海洋管理協議会

（MSC）、マリン・エコラベル（MEL）ジャパ

ンといった、持続可能な漁業による水産物の

流通を進める民間主導の認証制度の取組など

がある。生物多様性の価値が経済活動や社会

生活の中で適切に評価され、保全を担う地域

の活性化にも結びつくよう、このような認証

制度による生物多様性の価値の商品への適切

な反映及び制度への生産者の参加の促進や、

地域の環境に配慮した商品に付加価値を付け

るブランド化の取組、地域資源の持続可能な

利用を行うエコツーリズムの推進等も重要で

ある。また、このような商品について消費者

が理解のうえで選択することができるための

普及も重要である。

写真提供：神奈川県水産技術センター
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資料編

１．海洋生物多様性保全に関連する法制度等にかかる年表等

海洋生物多様性保全に関連する法制度等にかかる年表

海洋生物多様性に
関わる国際的な制度等

海洋生物多様性に関わる国内の制度等
社会的背景

環　境　等 海洋全般・水産・その他
19C 伝統的海洋法（公海と領

海）が成立
73　鳥獣猟規則の制定
92　狩猟規則の制定（猟区制

度の創設）
95　狩猟法の制定

86　漁業組合準則の制定 明治維新
明治憲法

1900 年代 01　狩猟法の一部改正（禁猟
区制度、銃猟禁止区域制
度の創設）

01　漁業法の制定

1910 年代 18　狩猟法の全部改正
19　史蹟名勝天然紀念物保存

法の制定（天然記念物制
度の創設）

10　漁業法（明治漁業法）の
制定（漁業権制度や漁業
組合制度の確立）

12　臘虎膃肭獣猟獲取締法の
制定

1920 年代
1930 年代 31　国立公園法の制定（国立

公園制度の創設）

1940 年代 45　 大 陸 棚 に 関 す る ト
ルーマン宣言

48　水産業協同組合法の制定
（漁業協同組合制度）

49　漁業法（現行漁業法）の
制定（漁業権制度や漁業
調整機構等）

第二次世界大戦
日本国憲法

1950 年代 前半 50　文化財保護法の制定（天
然記念物制度）

50　狩猟法の改正（鳥獣保護
区制度の創設）

50　港湾法、漁港法の制定
51　水産資源保護法の制定（保

護水面制度等）

戦後復興

後半 58　第一次国連海洋法会
議（領海条約、公海
条約、公海生物資源
保存条約、大陸棚条
約の採択）

57　自然公園法の制定（国立
公園法の改正、自然公園
制度の創設）

56　海岸法の制定

1960 年代 前半 60 第二次国連海洋法会議 63　鳥獣保護法の制定（狩猟
法の法律名称改正、特別
保護地区制度、休猟区制
度の創設）

63　沿岸漁業等振興法の制定 高度経済成長

後半
1970 年代 前半 70　人間と生物圏計画の

発足
71　ラムサール条約の採択
72　ロンドン条約の採択
72　世界遺産条約の採択
73　ワシントン条約の採択
73　MARPOL73/78 条約の

採択
73　第三次国連海洋法会

議（～ 82）

70　自然公園法の改正（海中
公園制度の創設）

70　海洋汚染防止法の制定
70　水質汚濁防止法の制定
72　自然環境保全法の制定（自

然環境保全地域制度等の
創設）

73　瀬戸内海環境保全臨時措
置法の制定

73　化学物質審査規制法の制定

71　海洋水産資源開発促進法
の制定（沿岸水産資源開
発区域制度等の創設）

公害問題
石油危機

後半 77　米ソが漁業専管水域
を設定

78　MARPOL78 年 議 定 書
の採択

78　瀬戸内海環境保全特別措
置法の制定（臨時措置法
の改正）

77　領海法の制定
77　漁業水域に関する暫定措

置法の制定

1980 年代
前半

82　国連海洋法条約採択
（排他的経済水域制度
の創設等）

80　ラムサール条約の締結
80　ワシントン条約の締結
83　MARPOL 議定書の締結
84　「環境影響評価の実施につ

いて」閣議決定

バブル景気

後半
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海洋生物多様性に
関わる国際的な制度等

海洋生物多様性に関わる国内の制度等
社会的背景

環　境　等 海洋全般・水産・その他

1990 年代

前半 90　OPRC 条約の採択
90　北太平洋の海洋科学

に関する機関（PICES）
のための条約の採択

92　国連環境開発会議（地
球サミット）（アジェ
ンダ 21 の採択）、生
物多様性条約（CBD）、
気候変動枠組条約の
採択

93　生物多様性条約の発効
94　国連海洋法条約の発効
94　北西太平洋地域海行動

計画（NOWPAP）の採択

92　北太平洋の海洋科学に関
する機関（PICES）のため
の条約の締結

92　種の保存法の制定（国内
希少野生動植物種制度、
生息地等保護区制度）

92　世界遺産条約の締結
93　生物多様性条約の締結
93　気候変動枠組条約の締結
93　環境基本法の制定

93　水産業協同組合法の改正
（資源管理規程制度の創
設）

グローバリゼー
ション
平成不況

後半 95　国連公海漁業協定の
採択

95　FAO 責任ある漁業の
ための行動規範の採
択

95　CBD-COP2（ ジ ャ カ
ルタ・マンデートの
採択）

96　ロンドン条約議定書
の採択

95　0PRC 条約の締結
95　生物多様性国家戦略の決定
97　環境影響評価法の制定

96　排他的経済水域及び大陸
棚に関する法律の制定

96　排他的経済水域の漁業等
に関する主権的権利の行
使に関する法律の制定（漁
業水域に関する暫定措置
法の廃止）

96　海洋生物資源の保存及び
管理に関する法律の制定

（漁獲可能量制度の創設）
96　国連海洋法条約の締結
99　海岸法の改正

2000 年代

前半 00　OPRC-HNS 議定書採択
01　AFS 条約の採択
01　国連公海漁業協定発

効
02　持続可能な開発に関

する世界首脳会議（ヨ
ハネスブルク・サミッ
ト）（代表的 MPA ネッ
トワークの構築等）

04　CBD-COP7（MPA ネッ
ト ワ ー ク に か か る
2012 年目標の採択等）

04　バラスト水管理条約
の採択

02　新・生物多様性国家戦略
の決定

02　鳥獣保護法の改正（生物
多様性の目的化等）

02　自然再生推進法の制定
03　AFS 条約の締結
04　海洋汚染防止法の改正
04　外来生物法の制定

00　港湾法の改正
01　漁港漁場整備法の制定（漁

港法の改正）
01　水産基本法の制定
01　海洋生物資源の保存及び

管理に関する法律の改正
（漁獲努力可能量制度の創
設）

01　資源回復計画制度の導入
02　有明海・八代海再生特別

措置法の制定

人口減少
高齢化
構造改革
政権交代

後半 06　CBD-COP8（2010 年
目標への組込等）

08　CBD-COP9（ 保 護 を
必要とする生態学的
あるいは生物学的に
重要な海域特定のた
めの科学的基準等）

2007.4　海洋基本法の制定
07　OPRC-HNS 議定書締結
07　ロンドン条約議定書締結
07　第三次生物多様性国家戦

略の決定
07　知床世界自然遺産地域多

利用型統合的海域管理計
画の決定

2008.3　海洋基本計画の決定
2008.6　生物多様性基本法
　　　  の制定

09　自然公園法・自然環境保
全法の改正（生物多様性
の目的化、海域保全の強
化等）

09　海岸漂着物処理推進法の
制定

06 国連公海漁業協定締結

2010 年代

前半 2010.10　CBD-COP10
（愛知目標の採択等）

2010.3　生物多様性国家
　　　  戦略 2010 の決定

10　生物多様性保全活動促進
法の制定

2011.3　海洋生物多様性
　　　  保全戦略の決定
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海洋環境保全に関する国際的動き

＜海洋環境全般＞
国連海洋法条約（海洋法に関する国
際連合条約、平成 8 年 7 月 12 日条
約第 6 号）

1982 年（昭和 57 年）に第三次国連海洋法会議において作成され、同年に国連総会で採択され、1994 年（平成 6 年）
に発効した国際海洋秩序に関する包括的な条約。1958 年（昭和 33 年）の海洋法四条約（領海条約、公海条約、
公海生物資源保存条約、大陸棚条約）を再構成したもの。海洋の鉱物・エネルギー資源や生物資源をめぐる
国際的な対立を背景に、領海と公海からなる二元的な海洋秩序を修正して排他的経済水域制度を設けるなど、
従来の海洋法体制に比べて沿岸国の管轄権を拡大した。
第 2 部～第 11 部では、領海、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底などの海域の区分について定め、第
12 部～第 15 部で海洋環境の保護・保全、海洋の科学的調査などに関する規定を置いている。海洋環境につ
いては、第 12 部「海洋環境の保護・保全」に、各国が海洋環境を保護・保全する一般的な義務を負うこと（第
192 条）、自国の天然資源（鉱物資源・生物資源）の開発についての主権的権利に海洋環境の保護・保全の義
務がともなうこと（第 193 条）、その他海洋環境に関する詳細な規定が置かれている。また、第 5 部「排他的
経済水域」には、排他的経済水域において、沿岸国が、天然資源の開発等に関する主権的権利とともに、海
洋環境の保護・保全等に関する管轄権を有することが規定されている（第 56 条）。
我が国は 1996 年（平成 8 年）に同条約を締結し、同年、領海及び接続水域に関する法律、排他的経済水域及
び大陸棚に関する法律などの国内法が整備された。その後、2007 年（平成 19 年）に海洋基本法が制定された。

アジェンダ 21 1992 年（平成 4 年）に、国連環境開発会議（地球サミット）で「環境と開発に関するリオデジャネ
イロ宣言（リオ宣言）」の諸原則を実施するための行動計画として採択された文書。海洋については、
第 17 章「海洋と沿岸域の保護、合理的な利用及び開発」が設けられ、「沿岸域及び排他的経済水域
を含む海域の統合的管理及び持続可能な開発」など 7 つのプログラム分野について行動計画が示さ
れている。法的な拘束力はないが、海洋に関する基本的な国際的政策枠組みとして影響力を有して
いる。

＜生物多様性の保全等＞
生物多様性条約（生物の多様性に関
する条約、平成 5 年 12 月 21 日条約
第 9 号）

生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝子資源の利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分を目的として、1992 年（平成 4 年）の国連環境開発会議を機に採択され、1993 年（平
成 5 年）に発効した。我が国は、1993 年（平成 5 年）に締結。「海洋その他の水界生態系」も含め
て生物多様性を定義している。また、条約の適用範囲は「自国の管轄の下にある区域」であり、保
全と持続可能な利用の観点から、海洋の生物多様性について議論が行われている。
2004 年（平成 16 年）の第 7 回締約国会議（CBD-COP7）において、2012 年までに効果的に管理さ
れた代表性のある海洋保護区のネットワークを構築すること（CBD-COP7、Ⅶ /5、Ⅶ /28）や 2010
年目標の進捗状況を評価するための目標として生態域（ecological regions）の少なくとも 10％が保全
されること（Ⅶ /30）が決定された。さらに、2006 年（平成 18 年）の第 8 回締約国会議では、海洋
及び沿岸の生物多様性についても「2010 年までに世界の海洋・沿岸の生態域（ecological regions）の
少なくとも 10％が保全される」という目標が設定された（Ⅷ /15）。2010 年（平成 22 年）10 月の
第 10 回締約国会議では、生態的及び生物学的に重要な海域（EBSA）について、基準の適用に関す
る理解の向上、科学的及び技術的情報、事例の集積を行うことなどが決定されたほか（CBD-COP10、
Ⅹ /29）、2010 年目標に代わる新たな世界目標として 20 の個別目標からなる「愛知目標」を含んだ
新戦略計画が決定され、特に、個別目標 11 では「2020 年までに沿岸域と海域の 10％」が「効果的、
衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地
域をベースとする手段を通じて保全される」などとされた（CBD-COP10、Ⅹ /2）。
同条約は、各国政府に生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国家戦略の策定を求めてお
り、我が国は同条約に加え生物多様性基本法の規定に基づき、生物多様性国家戦略を策定している。

ラムサール条約（特に水鳥の生息地
として国際的に重要な湿地に関する
条約、昭和 55 年 9 月 22 日条約第
28 号）

1971 年（昭和 46 年）に採択され、1975 年（昭和 50 年）に発効した。我が国は 1980 年（昭和 55 年）
に締結。締約国が指定する生態学上、植物学上、動物学上、湖沼学上または水文学上国際的に重要
な湿地を登録簿に掲載し、締約国は登録された湿地の保全及び適正な利用を促進するための計画を
作成し、実施する。

「海洋・沿岸域湿地」のタイプには、永久的な浅海域（低潮時 6m 以浅）、海洋の潮下帯域、サンゴ礁等、
砂・礫・中礫海岸等も含まれ、我が国では屋久島永田浜、串本沿岸海域、慶良間諸島海域等が条約
湿地に登録されている。

ワシントン条約（絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関す
る条約、昭和 55 年 8 月 23 日条約第
25 号）

1973 年（昭和 48 年）に採択され、1975 年（昭和 50 年）に発効した。我が国は 1980 年（昭和 55 年）
に締結。野生動植物の国際取引を規制することにより、絶滅のおそれのある動植物の種の保護を図っ
ている。取引規制の対象となる動植物は附属書のⅠ～Ⅲに掲載され、附属書Ⅰ（絶滅のおそれのあ
る種であって取引による影響をうけているもの）には、クジラ 7 種、ウミガメ科全種等を含む約 900
種の動植物が記載されている。また、附属書Ⅰに記載されている種については種の保存法に基づき、
国内での譲渡しなどの規制を行っている。

世界遺産条約（世界の文化遺産及び
自然遺産の保護に関する条約、平成
4 年 9 月 28 日条約第 7 号）

1972 年（昭和 47 年）に採択され、1975 年（昭和 50 年）に発効した。我が国は 1992 年（平成 4 年）
に締結。顕著で普遍的な価値（Outstanding Universal Value）を有する文化遺産及び自然遺産を認定し、
保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを、締約国の基本的な義務として求めている。
自然遺産に登録されるためには当該地域の法的な保護措置や適切な管理システムを必要とする。我
が国では、知床世界自然遺産地域が海域を含む唯一の自然遺産地域で、当該海域の漁業者による自
主管理を含む多利用型統合的海域管理計画を策定し、海域の管理を行っている。
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二国間渡り鳥等保護条約、協定等 渡り鳥の捕獲の規制、絶滅の恐れのある鳥類の保護（日中を除く）及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を
内容とし、日米渡り鳥保護条約（1974 年（昭和 49 年））、日ロ渡り鳥保護条約（1988 年（昭和 63 年））、日豪
渡り鳥等保護協定（1981 年（昭和 56 年））、日中渡り鳥保護協定（1981 年（昭和 56 年））をそれぞれ締結して
いる。韓国との間でも日韓環境保護協力協定に基づき渡り鳥の保護協力が行われており、二国間渡り鳥条約・
協定の締結交渉に向けた準備が進められている。

ボン条約（移動性野生動物の種の保
全に関する条約）

1979 年（昭和 54 年）に採択され、1983 年（昭和 58 年）に発効した。渡り鳥、トナカイ、クジラ、
ウミガメ、昆虫類等の陸生動物類、海洋動物類、鳥類の移動性の種を、それらの生息地とともに保
護することを目的としている。我が国は本条約にかかる国際的取組の動向を踏まえつつ、本条約へ
の対応の必要性について検討することとしている。

人間と生物圏計画（MAB：Man and 
the Biosphere Programme）

1970 年（昭和 45 年）の第 16 回国連教育科学文化機関（UNESCO）総会の決定により発足した、生
物資源の保全と持続可能な利用を促進し、人間と環境の関係を改善するために、自然科学および
社会科学の基礎を発展させることを目的とした調査研究・研修計画。同計画により、生物資源の保
全と持続可能な利用及びそれに関する実証活動、環境教育、調査研究の場として生物圏保存地域

（Biosphere Reserve）の登録が進められており、サンゴ礁や干潟など海域を含む区域が登録されてい
る例がある。我が国では海域を含む区域の登録はない。

＜海洋汚染の防止等＞
ロンドン条約議定書（1972 年の廃
棄物その他の物の投棄による海洋汚
染の防止に関する条約の 1996 年の
議定書、平成 19 年 10 月 5 日条約第
13 号）

ロンドン条約（1972 年）を強化するため 1996 年（平成 8 年）に採択されたもので、2006 年（平成 18 年）に
発効した。ロンドン条約では投棄を規制する有害物質を列記して規制していたのに対し、廃棄物等の海洋投
棄を原則として禁止し、個別の許可に基づいて投棄が認められる仕組みを導入した。
我が国は、2007 年（平成 19 年）に締結し、海洋汚染防止法の改正等によって対応を図っている。

MARPOL73/78 条約（1973 年の船舶
による汚染防止のための国際条約
に関する 1978 年の議定書、昭和 58
年 6 月 11 日条約第 3 号、1973 年の
船舶による汚染の防止のための国
際条約に関する 1978 年の議定書に
よって修正された同条約を改正する
1997 年の議定書、平成 17 年 2 月 18
日条約第 6 号）

1973 年（昭和 48 年）に、国際海事機関（IMO）で 1954 年の油による海水の汚濁の防止に関する国
際条約に代わるものとして同条約が採択されたが発効に至らず、その後 1978 年（昭和 53 年）に附
属書の一部の実施を猶予する議定書が採択されて、1983 年（昭和 58 年）に発効した。人の健康、
生物資源・海洋生物、海洋の快適性、その他海洋の利用の観点から、船舶からの有害物質の排出に
よる海洋汚染を防止することを目的とし、油（附属書Ⅰ）や有害液体物質（附属書Ⅱ）などの排出、
輸送、処分などを規制している。我が国は、1983 年（昭和 58 年）に締結し、海洋汚染防止法によ
る対応を図っている。
また、1997 年（平成 9 年）に、船舶による大気汚染防止のための規則（附属書Ⅳ）を追加するため
の改正議定書が採択され、2005 年（平成 17 年）に発効している。我が国も同年に締結し対応している。

OPRC 条約（1990 年の油による汚染
に係る準備、対応及び協力に関する
国際条約、平成 7 年 10 月 20 日条約
第 20 号）

1990 年（平成 2 年）に採択され、1995 年（平成 7 年）に発効した。海洋環境への重大な脅威である
船舶等に関係する油による汚染事件に準備し、対応するための措置等について定めている。2000 年

（平成 12 年）に採択され 2007 年（平成 19 年）に発効した OPRC － HNS 議定書は、条約の対象を油
以外の有害物質や危険物質に広げたものである。
我が国は、1995 年（平成 7 年）に OPRC 条約及び 2007 年（平成 19 年）に OPRC － HNS 議定書を締
結し（それぞれ，1996 年（平成８年）及び 2007 年（平成 19 年）に我が国について効力が生じた。）、
海洋汚染防止法の改正等によって対応を図っている。また、両条約に基づき「油等汚染事件への準
備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定している。

バラスト水管理条約（船舶のバラス
ト水及び沈殿物の規制及び管理のた
めの国際条約）

2004 年（平成 16 年）にロンドンで採択されたが、締約国の数が規定に満たず発効していない。船
舶のバラスト水等の規制と管理を通じて、有害な水生生物及び病原体の移動により生じる環境、人
の健康等への危険を防ぐことなどを目的とし、バラスト水から排出される生物の濃度等を規制して
いる。
我が国は本条約を締結していないが、これに向けた技術開発等を進めている。

船舶防汚方法規制条約（AFS 条約、
2001 年の船舶の有害な防汚方法の
規制に関する国際条約、平成 19 年
11 月 30 日条約第 20 号）

2001 年（平成 13 年）に採択され、2008 年（平成 20 年）に発効した。我が国は 2003 年（平成 15 年）
に締結。防汚方法により生ずる海洋環境及び人の健康に対する悪影響を軽減し又は除去することを
目的とする。殺生物剤として船底に塗布され、海洋生物への影響が懸念されるトリブチルスズ（TBT）
などの有機スズ系化合物について、これを含む船舶用塗料を新たに塗布することを禁止し、また既
に塗布されている塗料を除去することなどを定めている。
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＜漁業＞
国連海洋法条約（第 5 部「排他的経
済水域」の生物資源の保存にかかる
規定）

国連海洋法条約は、沿岸国が、排他的経済水域における生物資源の探査、開発、保存、管理のための主権的
権利を有するとし（第 56 条）、排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量を決め、適当な保存・管理措
置をとるよう定めている（第 61 条）。また、高度回遊性の種の保存（第 64 条）、溯河性資源の保存（第 66 条）
等についても規定を置いている。
我が国は、1996 年（平成 8 年）に排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
を制定するとともに、水産基本法（2001 年制定）において排他的経済水域等における水産資源の保存・管理
について定め、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（1996 年制定）に基づき漁獲可能量制度等を運用
している。

国連公海漁業協定（分布範囲が排他
的経済水域の内外に存在する漁業資
源（ストラドリング魚類資源）及び
高度回遊性魚類資源の保存及び管理
に関する 1982 年 12 月 10 日の海洋
法に関する国際連合条約の規定の実
施のための協定、平成 18 年 8 月 9
日条約第 10 号）

国連海洋法条約の規定を受けて 1995 年（平成 7 年）に採択され、2001 年（平成 13 年）に発効した。タラ・
カレイなど分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源とマグロ・カツオなどの高度回遊性魚類資
源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的とする。公海における両魚類資源の保存及び管理のため
の一般原則等について定めており、地域漁業管理機関への参加促進の規定や漁船の旗国の義務規定などが置
かれている。我が国は 2006 年（平成 18 年）に締結した。

公海漁業措置遵守協定（保存及び管
理のための国際的な措置の公海上の
漁船による遵守を促進するための協
定、平成 15 年 5 月 21 日条約第 2 号）

国連食糧農業機関（FAO）において 1993 年（平成 5 年）に採択された協定で、2003 年（平成 15 年）に発効した。
公海において操業する漁船に関する旗国の責任を明確化し、便宜置籍漁船が保存管理措置を遵守せずに操業
を行うことを防止することを目的としている。我が国は 2000 年（平成 12 年）に締結した。

責任ある漁業の行動規範 1995 年（平成 7 年）の第 28 回国連食糧農業機関（FAO）総会において採択された、生態系及び生物多様性に
妥当な配慮を払い、水生生物資源の有効な保存、管理及び開発を確保することを目的とする、責任ある慣行
のための国際的な行動基準。本規範は自主的なものだが、FAO の非メンバーを含め全世界を範囲とする。

地域漁業管理機関の設立条約 マグロ類を対象とする地域漁業管理機関が、全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）強化条約、大西洋まぐろ類保
存条約（ICCAT）、みなみまぐろ保存条約（CCSBT）、インド洋まぐろ類委員会（IOTC）設立協定、中西部太平
洋高度回遊性漁業資源保存管理条約（WCPFC）によって設立されており、我が国は全てに加盟している。マ
グロ類以外についても地域漁業管理機関が設立されている。

＜海洋科学研究＞
北太平洋の海洋科学に関する機関

（PICES）のための条約（平成 4 年 4
月 3 日条約第 160 号）

1990 年（平成 2 年）に採択され、1992 年（平成 4 年）に発効した。我が国は 1992 年（平成 4 年）に締結。広
大な北太平洋の科学上の理解を達成するためには国際の科学的協力が重要であることを踏まえ、これを促進
等するための政府間機関の設立を目的としている。この条約により設立された北太平洋海洋科学機関（PICES）
は、北緯 30 度以北の北太平洋とその生物資源に関する科学上の知識を増進するための海洋科学研究の促進と
調整等を目的とし、現在、カナダ、中国、日本、韓国、ロシア、アメリカの 6 カ国が加盟している。

＜気候変動＞
気候変動枠組条約（気候変動に関す
る国際連合枠組条約、平成 6 年 6 月
21 日条約第 6 号）

1992 年（平成 4 年）の国連環境開発会議を機に採択され、1994 年（平成 6 年）に発効した。我が国は 1993 年（平
成 5 年）に締結。気候システムに対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の
温室効果ガス濃度を安定化させることを目的とし、生態系の適応、食糧生産への脅威、経済開発の持続可能
性が考慮されている。海洋生態系は温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫として位置づけられ、その持続可能な
管理の促進と保全に係る協力が締約国に求められている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）においては、
海面上昇、海洋酸性化、生物多様性の損失等への知見の収集及び評価が行われている。
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海洋環境保全に関する国内の動き

＜海洋環境全般＞
海洋基本法

（平成 19 年 4 月 27 日法律第 33 号）
国連海洋法条約やアジェンダ 21 などによる新たな海洋の秩序や施策などを背景に、海洋分野の基本法として、
2007年（平成19年）に制定された。海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている（第
1 条）。

「海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和」や「海洋の総合的管理」など６つの基本理念（第 2 条～第
7 条）、各主体の責務（第 8 条～第 12 条）、海洋基本計画の策定（第 16 条）について定めた後、12 の基本的
施策を定めている（第 17 条～第 28 条）。また、海洋政策の推進体制として総合海洋政策本部の設置等を定め
ている。

「海洋環境の保全」は基本的施策の一つと位置付けられており、海洋の生物多様性の確保、汚濁の負荷の低減、
廃棄物の排出の防止、流出した油等の防除、海洋の自然景観の保全その他の海洋環境の保全について必要な
措置を講ずるとしている（法 18 条）。このほか沿岸域の総合的管理（法 25 条）などが規定されている。
本法に基づいて、2008 年（平成 20 年）に海洋基本計画が策定されており、海洋環境の保全に関しては、①
生物多様性の確保等の取組、②環境負荷の低減のための取組、③継続的な調査・研究の推進について、海洋
保護区のあり方の明確化と設定などの具体的な取組が記述されている（第 2 部 2）。

環境基本法
（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）

環境分野の基本法として、1993 年（平成 5 年）に制定された。環境の保全に関する施策を総合的か
つ計画的に推進することを目的としている（第 1 条）。３つの基本理念（第 3 条～第 5 条）、各主体
の責務（第 6 条～第 9 条）等について定めた後、環境の保全に関する基本的施策を定めている（第
14 条～第 40 条）。
海洋環境に関する直接の定めはないが、基本的施策の策定・実施の指針として、「生物多様性の確保
とともに多様な自然環境が体系的に保全されること」などが規定されている。

＜生物多様性の保全等＞
生物多様性基本法

（平成 20 年 6 月 6 日法律第 58 号）
生物多様性分野の基本法として、2008 年（平成 20 年）に制定された。生物の多様性の保全及び持続可能な
利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている（第 1 条）。基本原則（第 3 条）、各
主体の責務（第 4 条～第 6 条）、生物多様性国家戦略の策定（第 11 条）国の施策（第 14 条～第 26 条）など
について定めるとともに、地方公共団体には、国の施策に準じた施策の実施などを求めている（第 27 条）。
本法に基づいて、2010 年（平成 22 年）3 月に生物多様性国家戦略 2010 が策定されており、海洋生物多様性
保全のための保護区、藻場・干潟の保全・再生、サンゴ礁の保全・再生など、沿岸・海洋の生物多様性の総
合的な保全に関する行動計画が掲げられている。

自然公園法
（昭和 32 年 6 月 1 日法律第 161 号）

1931 年（昭和 6 年）に国立公園法として制定され、1957 年（昭和 32 年）の改正で現行法の骨格が固まっ
た。2009 年（平成 21 年）の改正では「生物の多様性の確保に寄与すること」が立法目的に盛り込まれた。
優れた自然の風景地の保護と、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資
するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする（第 1 条）。このもとに、国立公園、
国定公園、都道府県立自然公園の３種の保護地域について、指定の要件や地域・地種の区分ごとの
行為規制などを規定している。
海域に指定できる区分は海域公園地区と普通地域であり、全国の海域に指定例がある。海域公園地
区は、1970 年（昭和 45 年）の改正で創設された海中公園地区制度を引き継いだもので、海域の景観
を維持するために国立公園・国定公園内に指定され、工作物の新築、鉱物の掘採・土石の採取、埋
め立て・干拓などの開発行為等が許可制によって規制されている（第 22 条）。2009 年の改正によって、
海中だけでなく海上の景観を対象とする、動植物の捕獲等は指定区域内において規制する、指定区
域内で動力船の使用を規制するなどの変更が行われた。普通地域は、陸域の特別地域や海域公園地
区の緩衝地帯としての役割を期待されているもので、大規模な工作物の新築などの開発行為等が届
出制によって規制されている（第 33 条）。

自然環境保全法
（昭和 47 年 6 月 22 日法律第 85 号）

高度経済成長期の自然破壊が全国的に問題となったことを背景として 1972 年（昭和 47 年）に制定
され、2009 年（平成 21 年）の改正では「生物の多様性の確保」が立法目的に盛り込まれた。自然
環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総
合的に推進することを目的とする（第 1 条）。このもとに、主に、原生自然環境保全地域、自然環境
保全地域、都道府県自然環境保全地域の３種の保護地域について、指定の要件や地区ごとの行為規
制などを規定している。
海域に指定できる区分は自然環境保全地域の海域特別地区と普通地区であり、海域特別地区につい
ては 1 件の指定例がある。海域特別地区は、自然環境保全地域内の生態系等を保全するために必要
な核となるものについて指定され、工作物の新築、鉱物の掘採・土石の採取、埋め立て・干拓など
の開発行為等が許可制によって規制されている（第 27 条）。2009 年の改正によって、自然公園法の
海域公園地区と同様の変更が行われた。普通地区は、海域特別地区の緩衝地帯としての役割が期待
されているもので、大規模な工作物の新築などの開発行為等が届出制によって規制されている（第
28 条）。

鳥獣保護法
（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律、平成 14 年 7 月 12 日法律
第 88 号）

1892 年（明治 25 年）の狩猟規則や 1918 年（大正 7 年）の狩猟法以来の経緯を有し、次第に野生鳥
獣の保護管理の制度としての性格を強め、2002 年（平成 14 年）の改正では「生物多様性の確保」が
目的に盛り込まれた。鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境
の保全や農林水産業の健全な発展への寄与を通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保
等に資することを目的とする（第 1 条）。このもとに、野生の鳥類および哺乳類を対象として、捕獲
等の制限、鳥獣保護区の指定と行為規制、狩猟の区域・期間・猟法の規制などを定めている。
捕獲等の制限（第 9 条）は海棲の鳥獣にも及ぶ。従来、海棲哺乳類には本法が適用されなかったが、
2002 年（平成 14 年）の改正でアザラシ類等の 7 種が新たに対象となった。
また、鳥獣保護区（第 28 条）は海域に指定することができる。1950 年（昭和 25 年）に創設された
制度であり、既に全国の干潟や内湾等に多くの指定例がある。鳥獣保護区内で、鳥獣やその生息地
の保護を図るため特に必要があると認められる区域に指定される特別保護地区では、工作物の設置、
埋め立て・干拓などの開発行為等が許可制によって規制されている（第 29 条）。
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種の保存法（絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律、
平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号）

1992 年（平成 4 年）制定。絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることで良好な自然を保全するこ
とを目的とする（第 1 条）。このもとに、指定された国内希少野生動植物について、捕獲等の制限、生息地等
保護区の指定と行為規制、保護増殖事業の実施などを定めている。
現在、数種の海鳥類が国内希少野生動植物種に指定されているが、生息地等保護区が海域に指定された例は
ない。

自然再生推進法
（平成 14 年 12 月 11 日法律第 148 号）

2002年（平成14年）制定。自然再生に関する施策を総合的に推進することを目的とする（第1条）。自然再生は、
過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すため、地域の多様な主体が参加して、自然環境を保全、
再生、創出、維持管理等することであり、本法では、このための基本理念や自然再生事業の進め方等につい
て規定されている。
海域の自然環境も自然再生の対象となりうる。法文上、干潟や藻場が例示されており、このほかサンゴ群集
についても自然再生事業が行われている。

外来生物法
（特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律、平成
16 年 6 月 2 日法律第 78 号）

2004 年（平成 16 年）制定。特定外来生物による生態系等に係る被害を防止することを目的とする（第 1 条）。
このもとに、生態系等に被害を及ぼすなどの外来生物を特定外来生物に指定し、飼養・栽培・保管・運搬、輸入、
譲渡し等、野外に放つこと等を規制することのほか、国、地方公共団体、その他の団体等による特定外来生
物の防除などについて定められている。海棲の外来生物も特定外来生物に指定されうる。

海岸漂着物処理推進法
（美しく豊かな自然を保護するため
の海岸における良好な景観及び環境
の保全に係る海岸漂着物等の処理等
の推進に関する法律、平成 21 年 7
月 15 日法律第 82 号）

海岸に漂着または散乱しているごみ等が、海岸における良好な景観や環境に深刻な影響を及ぼしていること
が懸念され、2009 年（平成 21 年）に制定された。海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進することを目
的とする（第 1 条）。このもとに、海岸漂着物等について、基本方針や地域計画の策定、海岸管理者等による
円滑な処理、国や地方公共団体等による発生の抑制などを定めている。

文化財保護法
（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）

1950 年（昭和 25 年）制定。文化財を保存し、かつその活用を図ることを目的とする（第 1 条）。文化財の一
つである天然記念物は、1919 年（大正 8 年）に史蹟名勝天然紀念物保存法によって創設された制度であり、
学術上貴重で、我が国の自然を記念する動植物やそれらの生息地・自生地などが指定されている。
海棲の種やその生息地・自生地となっている海域も、天然記念物に指定することができ、指定例もある。天
然記念物に指定されると、個体の捕獲等や開発行為などを含め、現状の変更や保存に影響を及ぼす行為が制
限される（第 125 条）。

生物多様性保全活動促進法
（地域における多様な主体の連携に
よる生物の多様性の保全のための活
動の促進等に関する法律、平成 22
年 12 月 10 日法律第 72 号）

地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進することを目的と
して、2010 年（平成 22 年）制定された。市町村が、国が策定する基本方針に基づき作成する計画のもとで
実施される地域連携保全活動について、自然公園法等の特例措置を定めている。さらに、地方公共団体が地
域連携保全活動支援センター等を確保することなどが規定されている。

＜水質汚濁の防止＞
水質汚濁防止法

（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号）
深刻な公害が社会問題となる中、1970 年（昭和 45 年）に、いわゆる「公害国会」において従来の水質２法
に代えて制定された。公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることにより国民の健康を保護すると
ともに生活環境を保全すること、工場等から排出される汚水等に関して人の健康にかかる被害が生じた場合
の被害者保護を図ることを目的とする（第 1 条）。このもとに、工場・事業場からの排水について、公共用水
域への排出等を規制している。具体的には、汚濁物質を排出する施設として定められた特定施設等を対象に
して、排水基準（濃度規制、第 3 条）と指定水域における総量規制（第 4 条の 2 など）による排出の制限等
が規定されている。
本法で排出が規制される公共用水域には「港湾」や「沿岸海域」のほか、海に流下する「河川」や「湖沼」
も含まれている（第 2 条）。また、総量規制の対象となる指定水域には、東京湾、伊勢湾が定められている。

瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和 48 年 10 月 2 日法律第 110 号）

高度経済成長にともなう瀬戸内海の水質汚濁の急速な進行を受け、水質汚濁防止法の特別法として 1973 年（昭
和 48 年）に制定された。瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とし（第 1 条）、このもとに基本計画と府
県計画の策定、水質汚濁の原因となる特定施設の設置の規制、富栄養化にかかる指定物質の削減のための指
導等、自然海浜保全地区の指定、埋立等についての特別の配慮、下水道・廃棄物、海難等による油の排出及
び赤潮等に係る措置などについて規定されている。

化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律（昭和 48 年 10 月 16 日
法律第 117 号）

PCB による環境汚染問題を契機として、1973 年（昭和 48 年）に制定された。化学物質による環境の汚染を防
止するため、化学物質に関する審査制度を設けるとともに必要な規制を行うことを目的とする（第 1 条）。こ
のもとに、新たに製造・輸入される化学物質の事前審査制度、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息・
生育への支障を及ぼすおそれがある化学物質の製造や使用等の規制（許可制や届出制）などを定めている。

＜海洋汚染の防止＞
海洋汚染防止法

（海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律、昭和 45 年 12 月 25 日
法律第 136 号）

深刻な公害が社会問題となる中、1970 年（昭和 45 年）に、いわゆる「公害国会」において、従来の海水
油濁防止法の規制対象・範囲を拡大して制定された。その後も海洋汚染に関する国際条約（ロンドン条約、
MARPOL 条約、OPRC 条約など）の制定・改正に合わせて改正が重ねられている。海洋汚染等及び海上災害を
防止し、あわせてこれらに関する国際約束の適確な実施を確保することを目的とする（第 1 条）。このもとに、
海洋への排出物・廃棄物に関し、船舶や海洋施設等からの油・有害液体物質等・廃棄物の排出の規制（禁止
や許可制）などを定めている。

＜環境影響評価＞
環境影響評価法

（平成 9 年 6 月 13 日法律第 81 号）
環境基本法に環境影響評価が位置づけられたことを受けて、1984 年（昭和 59 年）の閣議決定「環境影響評
価の実施について」をもとに対象事業を拡大するなどして、1997 年（平成 9 年）に制定された。環境影響評
価の手続等を定めるなどにより、事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保すること
を目的とする（第 1 条）。このもとに、対象事業の決定、方法書の作成等、環境影響評価の実施、準備書の作
成等、評価書の作成等などを定め、土地の形状の変更や工作物の新設等を伴う大規模な事業について、事業
者の自主的な環境配慮を促している。水面の埋立て・干拓など、海域で実施される事業も本法の対象に含ま
れている。
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＜漁業＞
水産基本法

（平成 13 年 6 月 29 日法律第 89 号）
国連海洋法条約による水産資源の保存管理体制への移行、周辺海域の資源状況の悪化などを受け、水産分野
の基本法として 2001 年（平成 13 年）に制定された。水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること
を目的とする（第 1 条）。このもとに、理念、水産基本計画のほか、排他的経済水域等における水産資源の保
存・管理などが定められている。

漁業法
（昭和 24 年 12 月 15 日法律第 267 号）

旧来の慣習を参酌して 1910 年（明治 43 年）に制定された明治漁業法を改革し、水面の総合的高度利用を図り、
漁業生産力の発展と漁業の民主化を図ることを目的として、1949 年（昭和 24 年）に制定された。漁業生産
に関する基本制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に
利用することを目的とする（第 1 条）。このもとに、漁業権制度、指定漁業制度、漁業調整に関する命令（採
捕等の制限）、漁業調整委員会制度などが定められている。漁業権は、行政庁の免許により設定される、一定
の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利であり、免許の内容や漁業権行使規
則などによって漁業種類、区域、期間、漁業の方法などが制限されている。第三者の侵害に対しては物権的
請求権、損害賠償請求権に加え、漁業権侵害罪が適用される。

水産資源保護法
（昭和 26 年 12 月 17 日法律第 313 号）

水産資源の維持培養を図るための法令措置は明治漁業法や制定当初の現行漁業法においても包括的に規定さ
れていたが、第 2 次世界大戦後に水産資源の枯渇が問題となり、1950 年（昭和 25 年）の水産資源枯渇防止
法の制定を経て、積極的な資源保護対策の制度を加え、1951 年（昭和 26 年）に議員立法として制定された。
水産資源の保護培養を図り、かつその効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与するこ
とを目的とする（第 1 条）。このもとに、水産動植物の採捕制限等に関する命令、魚類防疫制度、保護水面制
度などが定められている。保護水面は、水産動物の産卵、稚魚の成育、水産動植物の種苗の発生に適した水
面に指定され、区域内では管理計画による採捕の制限等や埋立・浚渫の工事等が制限される（法 14 条等）。

都道府県漁業調整規則 漁業法及び水産資源保護法に基づき、都道府県知事が水産資源の保護培養、漁業取締り、その他漁業調整の
ための制限又は禁止の措置を定める規則。各都道府県の具体的事情に応じて、漁業の許可制、一定の期間や
区域における採捕の制限・禁止などが定められている。

水産業協同組合法
（昭和 23 年 12 月 15 日法律第 242 号）

1886 年（明治 19 年）の漁業組合準則、1910 年（明治 43 年）の明治漁業法に定められていた漁業組合制度を
引き継いで、1948 年（昭和 23 年）に制定された。漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進すること
を目的とする（法 1 条）。このもとに、漁業協同組合については組合の事業、組合員の資格、組合の管理、組
合の設立・解散などを詳細に定めるとともに、この他の水産業協同組合についても規定を置いている。漁業
協同組合は、資源管理規程（法 11 条の 2）により対象となる区域、水産資源の管理の方法などを定めること
ができる。

海洋水産資源開発促進法
（昭和 46 年 5 月 17 日法律第 60 号）

水質汚濁や海底の開発が進む中で、沿岸海域において水産動植物を増殖・養殖し、重要な漁場において他産
業と調整を行う必要から、1971 年（昭和 46 年）に制定された。海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促
進することを目的とする（法 1 条）。このもとに、基本方針の作成、都道府県による沿岸水産資源開発区域の
指定、政令による指定海域の指定などについて定めている。

海洋生物資源の保存及び管理に関す
る法律

（平成 8 年 6 月 14 日法律第 77 号）

国連海洋法条約の締結にともない、同条約が漁獲可能量の決定と生物資源の保存・管理措置を沿岸国に義務
付けていることから、1996 年（平成 8 年）に制定された。排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及
び管理を図り、あわせて国連海洋法条約の的確な実施を確保することを目的とする（第 1 条）。このもとに、
特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量（TAC）または漁獲努力可能量（TAE）による保存管理について定めている。

＜公物管理＞
港湾法

（昭和 25 年 5 月 31 日法律第 218 号）
1950 年（昭和 25 年）制定。港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全す
ることを目的とする（法 1 条）。このもとに、港湾計画、港湾管理者、港湾区域等について定めている。2000
年（平成 12 年）の改正によって、目的に「環境の保全に配慮」が追加された。

漁港漁場整備法
（昭和 25 年 5 月 2 日法律第 137 号）

1950 年（昭和 25 年）制定。水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との
調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にすること
を目的とする（法 1 条）。このもとに、漁港漁場整備の推進に関する基本方針と長期計画の策定等について定
めている。基本方針においては、漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項を定
めるものとし、長期計画は、水産動植物の増殖及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとされている。
2001 年（平成 13 年）の改正によって、目的に「環境との調和に配慮」が追加された。

海岸法
（昭和 31 年 5 月 12 日法律第 101 号）

1956 年（昭和 31 年）制定。津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護する
とともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目
的とする（法 1 条）。このもとに、基本方針と基本計画の策定、海岸保全区域の指定と管理、一般公共海岸区
域に関する管理などについて定めている。目的に「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」
が追加されたのは、1999 年（平成 11 年）の改正時。
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２．海洋保護区に該当すると考えられる我が国の既存の制度等

①自然景観の保護等
区域（制度） 区域指定目的 主な規制内容

自然公園
（自然公園法）

傑出した自然の風景地を保護し、その利用を増進する 主として埋立などの開発規制（普通地域：届出制、海域公
園地区：許可制・採捕規制を行う区域もある）。なお、汽
水域では特別地域（許可制）の設定がありうる。

自然海浜保全地区
（瀬戸内海環境保全特
別措置法）

自然の状態が維持され、将来にわたり海水浴や潮干狩り等
に利用される海浜池等を保全する

工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採
取等の開発規制（府県への届出制）

②自然環境又は生物の生息・生育場の保護等
区域（制度） 区域指定目的 主な規制内容

自然環境保全地域
（自然環境保全法）

保全が特に必要な優れた自然環境を保全する 主として土地改変などの開発規制（普通地区：届出制、海
域特別地区：許可制・採捕規制を行う区域もある）。

鳥獣保護区
（鳥獣保護法）

鳥獣の保護 狩猟の規制。特別保護地区では工作物建築等開発規制、特
別保護指定区域ではさらに動力船使用規制等が加わる。

生息地等保護区
（種の保存法）

国内希少野生動植物種を保存する 監視地区では開発規制（届出制）。管理地区では開発規
制（許可制）のほか指定種の採捕規制、動力船利用制限。
さらに立入制限地区では立入を制限。

天然記念物
（文化財保護法）

学術的価値の高い動物、植物、地質鉱物を保護する 現状の変更、またはその保存に影響を及ぼす行為（許可
制）

③水産動植物の保護培養等
区域（制度） 区域指定目的 主な規制内容

保護水面
（水産資源保護法）

水産動植物の保護培養 産卵、稚魚の育成等に適した水面につき、埋立､ 浚渫な
どの開発規制（許可制）、指定水産動植物の採捕規制。

沿岸水産資源開発区
域、指定海域

（海洋水産資源開発促
進法）

水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措
置等により海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進

海底の改変、掘削行為などの開発規制（知事又は農林水
産大臣への届出制）。沿岸水産資源開発区域では、都道
府県は「沿岸水産資源開発計画」を定める。

都道府県、漁業者団体
等による各種指定区域

水産動植物の保護培養、持続可能な利用の確保等 特定の水産動植物の採捕規制等。

（各種根拠制度）
採捕規制区域（漁業法及び水産資源保護法）、資源管理規程の対象水面及び組合等の自主的取組（水産業協同組合法）
共同漁業権区域

（漁業法）
漁業生産力の発展（水産動植物の保護培養、持続的な利
用の確保等）等

漁業権行使規則（知事認可）等による水産動植物の採捕
規制（区域、期間、漁法、隻数等）。また、第三者の侵
害に対して物権的請求権、損害賠償請求権に加え、漁業
権侵害罪が適用。
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３．海洋生物多様性保全戦略用語集

※海洋生物多様性保全戦略の本文の文脈に即して説明したものであり、必ずしも一般的な定義のみを示したものではありません。

ア行
赤潮 植物プランクトンが異常に増殖することによる海水の変色現象をいう。まれにはバクテリアや動物プランクトン

が赤潮を起こす。色は原因となる生物の種や量によって、褐色や緑色を呈することもある。赤潮は魚介類の大量
へい死を引き起こすことがある。赤潮はプランクトン増殖の制限因子となっている栄養塩類等が適当な条件のも
とに供給されるために起こると考えられ、海の富栄養化の進行にともなって発生頻度を増している。

移行領域 亜熱帯系水と亜寒帯系水の間の水塊特性の遷移域。亜熱帯循環と亜寒帯循環の力学的な境界にも当たっている。
移行領域は、水の密度の決定要因である水温と塩分の南北変化が大きく、かつそれらの効果が補償しあうために
密度の南北変化は小さいという特徴的な構造をもっている。

上乗せ 法律と同じ目的を有するが、同一の対象について、より厳しい基準を条例で定めること。
エコトーン（遷移帯） 二つの環境の境界域をいう。一般的に境界域は環境変化に応じて生物相も連続的に変化するため、多種多様な生

物が生息する。陸域と海域の境界域は、泥や砂の粒径組成や湿り具合等の環境が連続的に変化し、それぞれに適
応した生物が生息・生育する。

エルニーニョ・ラニーニャ現
象

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が
平年に比べて高くなり、その状態が１年程度続く現象である。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が
続く現象はラニーニャ現象と呼ばれている。ひとたびエルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生すると、日本を
含め世界中で異常な天候が起こると考えられている。

沿岸域の総合的管理 自然的条件や社会的条件からみて一体として施策を講じる必要がある沿岸の海域と陸域について、規制などの措
置を総合的に講じることにより適切に管理すること。海洋基本法と海洋基本計画に位置づけられている。この背
景には、沿岸の海域における問題が陸域の活動に起因する場合があり、この場合に沿岸海域だけで施策を講じて
も十分ではないということがある。

親潮 千島列島に沿って南下して日本の東まで達する寒流で、日本の南を流れる黒潮とともに日本近海にみられる代表
的な海流。また、北海道東方や釧路沖、三陸沖などに存在する低温・低塩分で溶在酸素量が多く、栄養塩に富ん
だ水を親潮ということもある。

カ行
海洋酸性化 海洋が、大気中に増加した二酸化炭素を吸収して酸性化すること。海洋は大気中の二酸化炭素を吸収し、その濃

度の上昇を緩和している。大気中に放出される二酸化炭素の量が増加すると、海水の二酸化炭素濃度も上昇する。
二酸化炭素が水に溶けると弱酸性の炭酸水になるため、その影響で海水の酸性化が起こる。現在の海水はpH約8.1
の弱アルカリ性だが、酸性化が進むとこれが中性に近づく。海洋には炭酸カルシウムの殻を持つ生物が多く、酸
性化が進むとこの殻が溶けだすといわれている。

海洋生物地理情報システム
（OBIS：Ocean Biogeographic 
Information System）

海洋生物のセンサス（Census of Marine Life program）により設立された海洋の生物・環境に関するデータを集
約するシステム。各国・地域に設置されているノード（拠点）や、各種データベースを通じてデータが集約される。

環境と開発に関する国連会
議（地球サミット、UNCED: 
United Nations Conference 
o n  E n v i r o n m e n t  a n d 
Development）

地球環境問題が深刻化し、世界的規模での早急な対策の必要性が指摘されたため、国連の主催により、1992 年に
ブラジルのリオデジャネイロで開催された国際会議。持続可能な開発に関する原則である「環境と開発に関する
リオデジャネイロ宣言」が採択され、その具体的な行動計画として「アジェンダ 21」が採択された。また、この
会議中に生物多様性条約や気候変動枠組条約が署名のために開放された。

北太平洋の海洋科学に関する
機関（北太平洋海洋科学機関、
PICES: North Pacific Marine 
Science Organization）

1992 年に設立された政府間科学機関。北緯 30 度以北の北太平洋と隣接海域における海洋調査の促進と調整、海
洋環境・地球気候・気候変動・生物資源と生態系・人間活動の影響等についての科学的知見の促進、これらの科
学的情報の収集と迅速な交換の促進を目的としている。

漁獲可能量
（TAC：Total Allowable Catch）

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に定められた、排他的経済水域等において採捕することができる海洋
生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度。さんま、すけとうだらなどの 7 魚種について設定され、漁業種類別、
都道府県別に漁業者に割り当てられている。

漁業権 行政庁の免許により設定される、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利。
漁業法に定められ、財産権であるとともに物権とみなされる。漁業権には、漁具を定置して漁業を営む権利（定
置漁業権）、一定の区域内で養殖業を営む権利（区画漁業権）、一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利（共
同漁業権）の 3 種類がある。免許の内容により漁具、漁法、漁獲物の種類、漁業時期などが特定され、共同漁業
権等については漁業協同組合が定める規則によりさらに詳細に制限される。江戸時代の漁場利用に係る秩序とと
もに漁業権の原型となった権利関係が形成されたとされ、明治時代に漁業法制に規定された。

魚種別系群別資源評価 調査対象魚種または系群（遺伝的構造が同一か、分布域等が同一である資源の最小構成群）について、漁獲調査
や生物学的調査により得られたデータに基づいて資源の特性や資源量を解析し、資源の水準、動向及び漁獲が資
源に与える影響を評価すること。わが国周辺海域の主要な漁獲対象種（52 魚種、84 系群）について、独立行政
法人水産総合研究センターが毎年実施している。魚種系群ごとに生物学的許容漁獲量（ABC）が算定され、漁獲
可能量（TAC）の設定の科学的基礎として用いられている。

クリアリングハウス
（メカニズム）

ネットワーク上に散在する様々なデータベースに保管されているデータを、一括検索する仕組み。個々のデータ
ベースへアクセスして何度も検索する必要がないため、目的とするデータの所在確認が容易になる。

黒潮 東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖
を東に流れる海流。貧栄養であるためプランクトンの生息数が少なく、透明度は高い。南極環流やメキシコ湾流
と並んで世界最大規模の海流である。
日本の南岸に沿って流れた黒潮が、東に流れ去ったものを黒潮続流といい、黒潮の沖側に黒潮とは逆向きの西な
いし南へ向かって流れる弱い流れを黒潮反流という。また、黒潮の内側（沿岸側）を黒潮内側域という。
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経済協力開発機構
（OECD: Organisat ion for 
Economic Co-operation and 
Development）

欧州経済協力機構を前身とし、1961 年に経済協力開発機構条約に基づいて設立された国際機関。市場経済を原則
とする先進諸国が集まり、世界経済の発展への貢献、発展途上国援助、多角的自由貿易の拡大を目的とした活動
を行っている。

国際海事機関
（IMO: International Maritime 
Organization）

海事問題に関する国際協力を促進するため 1958 年に設立された国連専門機関。海上の安全等に関する事項、並
びに海洋汚染防止及び規制に関する事項について行政事項及び法律事項等を取り扱うことを目的とする。

国際海洋データ・
情報交換システム

（ I O D E :  I n t e r n a t i o n a l 
Oceanographic Data and 
Information Exchange）

国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が 1961 年に設立した政府間海洋学委員会（IOC）が推進するプログラム。
海洋の調査やデータ交換の促進を目的とする。米国、ロシア、ドイツ及び中国の 4 箇所に設置された、海洋学の
ための世界データセンター (WDC for Oceanography) を核とし、加盟各国に設置される国立海洋データセンター
から構成されるシステムが整備されている。

国際サンゴ礁イニシアティブ
（ICRI: International Coral Reef 
Initiative）

1994 年に日米豪仏等（8 か国）により開始された、サンゴ礁の保全を目的とした国際協力の枠組。事務局は参加
国が持ち回りで担うことになっており、2005 年 7 月から 2007 年 6 月までの 2 年間、我が国はパラオ共和国と共
同で事務局を務めた。

国際自然保護連合（IUCN：
In t e r na t i o na l  Un i on  f o r 
Conservation of Nature and 
Natural Resources）

自然及び天然資源の保全に関わる国家、政府機関、及び非政府機関の連合体として、1948 年に設立された国際的
な団体。全地球的な野生生物の保護、自然環境・天然資源の保全の分野で専門家による調査研究を行い、関係各
方面への勧告・助言、開発途上地域に対する支援等を実施している。

国連食糧農業機関
（FAO: Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations）

各国国民の栄養水準、生活水準の向上等による人類の飢餓からの解放を目的に、1945 年に設立された国連専門機
関。国際的な農林水産業の検討の場の提供、国際条約等の執行、農林水産業に関する調査分析、情報収集・伝達
及び開発途上国に対する技術助言・技術支援を実施している。

混獲 漁獲対象種に混じって、対象外の魚や海獣類などが一緒に漁獲されること。

サ行
里海 わが国沿岸域において、自然生態系と調和しつつ人手を適切に加えることにより、高い生産性と生物多様性の保

全が図られている海。我が国の沿岸域は、古来より人間活動との関わり合いが深く、採貝・採藻等の漁業活動な
どが行われてきた。

資源回復計画 緊急に資源回復が必要な魚種について、①減船、休漁、漁具改良、保護区の設定等の漁獲努力量削減、②種苗放
流等による資源の積極的培養、③漁場環境の保全等の取組を総合的に推進するもの。国又は都道府県が、関係漁
業者の意見を踏まえて作成する。

自然環境保全基礎調査 全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための
基礎資料を整備するために、環境省が 1973 年度より自然環境保全法第 4 条の規定に基づきおおむね 5 年ごとに
実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を
分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、こ
れらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画策定をはじめとする自然保護行政のほか、
環境影響評価等の各方面において活用されている。

持続可能な開発に関する世
界 首 脳 会 議（ ヨ ハ ネ ス ブ
ル グ・ サ ミ ッ ト、WSSD：
World Summit on Sustainable 
Development）

国連環境開発会議（地球サミット）から 10 年を経て、同会議で採択されたアジェンダ 21 の実施促進や新たな課
題について議論することを目的に、南アフリカのヨハネスブルグで 2002 年に開催された国際会議。各国首脳が
持続可能な開発を約束する「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」及びアジェンダ 21 をより具体的な
行動に結びつけるための「ヨハネスブルク実施計画」が採択された。

深海カイメン群集 海山や大陸斜面、海底谷等のような栄養塩の豊富な流れの速い場所に主に形成されるカイメンの群集。カイメン
群集の成長率は 2-7cm/ 年と遅く、寿命は最大 6000 年と長い。カイメンの複雑な構造は、多くの魚類や無脊椎
動物等に生息の場を提供している。また、死んだカイメンの珪酸質の骨片は海底に大量に堆積して底質を変え、
周辺の動物相の分布や構成、密度に影響を与える。

深海コケムシ群集 深海に形成されるコケムシの群集。コケムシは、外肛門動物門に属する無脊椎動物で、口の周りの触手には繊毛
が生えている総担（ふさかつぎ）と呼ばれる構造を持ち微生物を餌とする。個虫の直径が 1mm 以下の動物で、
炭酸カルシウムなどの外壁からなるコロニーを作り、深海の生物に生息の場を提供する。

水塊（水柱） 海水温、塩分、溶存酸素、栄養塩類などが一様な海水の塊のこと。
生食食物連鎖 植物を起点とし、植物食の動物がそれを食べ、その動物を他の動物が食べるという補食・被食の直線的なつながり。

生食連鎖ともいう。これに対して、デトリタスなどの生物遺体を起点とした食物連鎖を腐食連鎖という。
総量削減 工場・事業場排水に対する排水規制（濃度規制）だけでは水質環境基準の確保が困難な閉鎖性海域（指定水域）

を対象に、流入する汚濁物質の負荷量を削減することにより水質汚濁を防止する制度。水質汚濁防止法に根拠を
置き、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海を対象に、ＣＯＤ、窒素、りんの３項目の削減が実施されている。本制
度では、環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、関係都府県が削減目標や対策を定めた総量削減計画を策
定する。具体的な対策としては、工場・事業場に対する総量規制基準の適用、下水道や浄化槽の整備等がある。
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タ行
大陸棚 大陸棚斜面に至るまでの緩やかな傾斜の海底地域のことで、そこまでの平均的な水深は約130mとされる。ただし、

1958 年大陸棚条約による「水深 200m までおよび開発可能な水深まで」との定義が現在でも浸透していることも
影響して、200 ｍ以浅までとして論議されることも多い。大陸棚の海域は一般に好漁場で、海底資源の埋蔵量も
多いとされる。なお、国連海洋法条約に基づく大陸棚の定義は、上記の海底地形上の定義とは異なる。

多利用型統合的海域管理計画 知床世界自然遺産地域内の海域の保全を強化するために、環境省と北海道が 2007 年に策定した管理計画。海洋
環境の保全や漁業に関する法による規制、及び漁業者や観光業者による自主的な管理を基本とし、遺産地域内の
海洋生態系の保全と持続的な水産資源利用による安定的な漁業の両立を目的とする。

地域漁業管理機関 ある一定の広がりをもつ水域の中で、漁業管理をするための条約に基づいて設置される国際機関。関係国の参加 
により、対象水域における対象資源の保存・管理のための措置を決定する。

ナ行
入漁権 設定行為（入漁権を設定する契約）に基づき、他人の共同漁業権等に属する漁場においてその漁業権の内容たる

漁業の全部または一部を営む権利。漁業法に定められており、漁業協同組合が定める規則により制限される。
（水産物の）認証制度 持続可能な漁業で獲られた水産物にラベルを貼り、その商品を消費者が選択することによって持続的な漁業を推

進する制度。マリン・エコラベル・ジャパンによる制度や、国際的な認証制度である海洋管理協議会（MSC）に
よる制度などがある。

ネクトン 水域にいる生物のうち、移動能力が大きく、水の流れに逆らって水中を自由に遊泳して生活する生物の総称。遊
泳生物ともいう。魚類、クジラ類などのほか、ウミガメ類、イカ・タコ類、ペンギンなどの鳥類も含まれる。

熱水噴出孔 マグマにより熱せられた海水がミネラルや硫化物、水素、メタン、マグネシウム、金属等を含み地殻から噴出し
形成する煙突状の海底構造。熱水噴出孔は中央海嶺及び背弧拡大中心にあることが知られている。そこから噴出
する硫化物の豊富な海水は化学合成細菌による一次生産を支えており、この細菌と共生するハオリムシ、イガイ、
ウリガイや細菌を餌とするエビなどの生物群集が熱水噴出孔周辺で確認されている。

ハ行
排他的経済水域

（EEZ:exc lus ive economic 
zone）

国連海洋法条約第 5 部に定められた、領海に接続し、領海の基線から 200 海里を超えない範囲で設定される水域。
沿岸国は、排他的経済水域内の天然資源（生物資源及び非生物資源）の探査、開発、保存及び管理のための主権
的権利を有し、また、人工島、施設、構築物の設置及び利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全に関
して管轄権を有する。

排水基準 水質汚濁防止法に定められた、特定施設を設置する工場・事業場からの排出水に含まれる有害物質等の許容限度。
人の健康に被害を生じるおそれに対応した健康項目と、生活環境に被害を生じるおそれに対応した生活環境項目
がある。

白化現象 造礁サンゴが共生藻を失って、透明なサンゴ組織を通して白い骨格が透けて見え、白くなる現象。サンゴが、高
水温・低水温・強い光・紫外線・低い塩分などのストレスを受けることが原因とされている。白化した状態が長
く続くと、サンゴは共生藻からの光合成生産物を受け取ることができなくなり死滅する。

バラスト水 荷物を積載していない船を安定させるために積み込む海水のこと。荷物を降ろした時に積み込まれ、通常荷を積
む際に港内において排出される。

東アジア・オーストラリア地
域フライウェイ・パートナー
シップ

東アジア・オーストラリア地域において、渡り性水鳥及びその生息地の保全に係る国際協力の強化を図るため、
日豪政府の主導により 2006 年に発足した国際パートナーシップ。当該地域に生息するすべての渡り性水鳥を対
象に、渡りのルート沿いにある重要生息地の国際的なネットワークを構築し、ネットワーク全体で渡り性水鳥の
保全強化を図っている。

東アジア海域環境管理パー
ト ナ ー シ ッ プ（PEMSEA：
Partnerships in Environmental 
Management for the Seas of 
East Asia ）

東・東南アジアの海域における環境保全と調和した開発を推進するため、政府、地方政府、非政府組織、研究機
関等の連携の強化を目的として 1994 年に国連開発計画（UNDP）によって設立されたパートナーシップ。我が国
は 2002 年から参加している。現在、厦門（中国）、ダナン（ベトナム）など 9 カ国で持続可能な開発に関するモ
デル事業を実施している。

東アジア地域サンゴ礁保護区
ネットワーク戦略

2010 年 6 月にプーケット（タイ）で開催された第 6 回国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI) 東アジア地域会合で
採択された ICRI の地域戦略文書。サンゴ礁及び関連生態系の保全を進めるために東アジア地域の継続的な連携体
制を形成していくことや、東アジア地域のサンゴ礁保護区ネットワークの取組のあり方を明らかにしたもの。

微生物食物連鎖 溶存有機物を起点とし、細菌群集、原生生物へと波及する微生物間の食物連鎖の関係。従来言われてきた食物連
鎖と共に海洋や湖沼の自然生態系において重要な役割を担っていると考えられている。

漂砂システム 海水の運動（波、潮流、沿岸流等）によって生じる海岸や海底の土砂の移動分散システム。漂砂の大部分は砕波
帯で発生し、漂砂の移動は平行方向の沿岸漂砂と直角方向の岸沖（離岸）漂砂がある。構造物の設置、波や流れ
の変化によって漂砂システムも変化し、周辺環境に影響を与えることもある。

貧酸素水塊 溶存酸素濃度が極度に低下した水塊のこと。水域の底層においては、富栄養化によって増殖したプランクトンの
死骸や水域に流入した有機物を微生物が分解することにより、溶存酸素濃度が極度に低下する。水生生物が貧酸
素水塊に長時間接することで死滅する等の被害が出ることがある。

フロント 異なる水塊の境界部にできる不連続線のこと。潮目、潮境と同義。フロントがみられる海域をフロント海域という。
北西太平洋地域海行動計画

（NOWPAP： Northwest Pacific 
Action Plan）

閉鎖性水域の海洋汚染管理と海洋及び沿岸域の資源管理を目的として国連環境計画（UNEP）が提唱する地域海
計画の一つで、日本海及び黄海における海洋環境の保護のために日本、中国、韓国、ロシアが連携する枠組み。
2007 年以降、漂流ゴミに対する取組を強化している。

保護を必要とする生態学的
あるいは生物学的に重要な
海 域（EBSA: Ecologically or 
Biologically Significant Area）
特定のための科学的基準

生態学的あるいは生物学的に重要で保護を必要とする海洋及び深海の生息地を特定するための基準。保護を
必要とする海域のための生態学的クライテリアおよび生物地理区分システムに関する専門家ワークショップ
の提言を受け、CBD-COP9 決定 IX/20（海洋・沿岸の生物多様性）の付属書 I に記載された。7 つの科学的基
準があげられている。
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マ行
メイオベントス 水底に生息する生物の総称をベントス（底生生物」るいで採れる底生生物のこと。主に微細藻類、有孔虫類、線

虫類などがある。
モニタリングサイト 1000（重
要生態系監視地域モニタリン
グ推進事業）

2003 年度から環境省が実施する全国約 1000 カ所のモニタリング調査。大学・博物館・NGO・市民ボランティア
などの協力を得て、沿岸域（磯・干潟・アマモ場・藻場）、サンゴ礁をはじめ森林・草原などの各生態系におい
て継続的な調査を実施している。

ヤ行
溶存酸素 略称ＤＯ。水中に溶解している酸素のことで、水質汚染状況を測る指標の一つ。
横出し 法律が規制していない対象まで条例によって規制の範囲を広げること。

ラ行
冷水性サンゴ群集 イシサンゴ、ソフトコーラル、クロサンゴを含む冷水性のサンゴの群集。大西洋、地中海、インド洋、太平洋、

南極海に広く分布する。一般的に高緯度では水深50-1200mに、低緯度では水深4000mまで生息する。成長は遅く、
熱帯のサンゴに比べ 1/10 の成長率にすぎない。大陸棚縁や海山に多く、海流によって運ばれてくる有機物や動
物プランクトンを餌とする。炭酸カルシウムの骨格を形成し、動物群集に生息の場を提供しており、周辺の海底
に比べ種の多様性ははるかに高く、固有種も多い。

冷水湧出域 水深 400-7000m の大陸辺縁部に沿って見られ、油やガスが湧出する軟泥の海底等に冷水が湧き出している場所。
冷水湧出域における高濃度のメタンや硫化物は化学合成生物群集の高い生産性に重要な役割を果たしており、こ
の細菌と共生するウリガイやイガイ、ハオリムシなどの高い生物量を支えている。また、冷水湧出域は周囲の底
質よりも種の多様性が高く、数種の魚類も冷水湧出生態系で確認されている。

レジームシフト 大気 - 海洋を含む海洋生態系から構成される地球システムの基本構造（regime）が数年から数十年単位で転換
（shift）すること。また、それとリンクしてプランクトン群集や魚類の組成などの海洋生態系が大きくまた急速に
ある時期を境にして変わる現象。マイワシなどの漁業資源量はレジームシフトにともなって大きく自然変動する
と考えられている。このレジームの寒冷期を寒冷レジーム期、温暖なレジーム期を温暖レジーム期という。
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４．海洋生物多様性保全戦略策定までの経緯 

　　「海洋生物多様性保全戦略」の策定に向けた議論を行うため、海洋生物多様性保全戦略専門家検討会を設置した。

　◇検討状況

平成22年７月９日　　第１回専門家検討会（戦略の構成、論点）

８月2７日　　第２回専門家検討会（戦略素案の検討）

10月１日　　第３回専門家検討会（中間とりまとめ）

12月24日　　第４回専門家検討会（CBD-COP10結果反映）

平成23年１月20日～２月10日　　パブリックコメントの実施

       （意見提出数 38 件（個人 20、団体 18）、延べ意見数 274 件）

３月１日　　第５回専門家検討会（戦略のとりまとめ）

　◇海洋生物多様性保全戦略専門家検討会委員　（敬称略）

加 々 美 康 彦／中部大学国際関係学部准教授

桜 井 泰 憲／北海道大学大学院水産科学研究院教授

白 山 義 久（座長）／京都大学教授フィールド科学教育研究センター長

清 野 聡 子／九州大学大学院工学研究院環境都市部門准教授

仲 岡 雅 裕／北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授

中 原 裕 幸／社団法人海洋産業研究会常務理事

牧 野 光 琢／独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所研究員

松 田 裕 之／横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

八 木 信 行／東京大学海洋アライアンス総合海洋基盤プログラム学際海洋学ユニット　特任准教授
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